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                 補正予算審査特別委員会
 

委員⻑（阿部満吉君）  おはようございます。ただいまより補正予算審査特別委員会を開会いたしま
す。

  （午前１０時）
委員⻑（阿部満吉君）  ３⽉２⽇の本会議において補正予算審査特別委員会委員⻑に指名されました

が、何分ふなれでありますので、よろしくご協⼒お願いいたします。
  本⽇の委員の出席状況は、全員出席しております。

  なお、説明員としては町⻑以下全員出席しておりますので、ご報告いたします。
  定例会から本特別委員会に審査を付託された事件は、議第６号 平成21年度遊佐町⼀般会計補正予算

（第10号）、議第７号 平成21年度遊佐町国⺠健康保険特別会計補正予算（第３号）、議第８号 平
成21年度遊佐町簡易⽔道特別会計補正予算（第４号）、議第９号 平成21年度遊佐町地域集落排⽔事

業特別会計補正予算（第５号）、議第10号 平成21年度遊佐町介護保険特別会計補正予算（第３
号）、議第11号 平成21年度遊佐町⽔道事業会計補正予算（第４号）、以上６件であります。

  お諮りいたします。６議案を⼀括して審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

  （「異議なし」の声多数）
委員⻑（阿部満吉君）  ご異議ないようですので、⼀括して審査することにいたします。



  質疑に際しましては、簡明にお願いいたします。また、当局の答弁も同様、審査の進⾏にご協⼒お願
いいたします。

  補正予算の審査に⼊ります。
  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  皆さん、おはようございます。それでは、私のほうから質問をいたしますの
で、よろしくお願いいたします。

  まず、このたびの補正予算は１億9,265万9,000円の補正ですけれども、１億3,000万円強は繰越明
許と。あとは財調、繰上償還、それから観光施設の整備基⾦へと、これが⼤体⼤きな主なものですね。

それで、細かいことについては、出し⼊れいろいろありますので、少しお聞きをいたしたいと思いま
す。

  まず最初に、９ページですが、使⽤料のかかわりで⼟⽊使⽤料、住宅使⽤料が60万円の減額となって
おり、これは公営住宅の使⽤料というふうなことで、⼊居者の所得の確定をしたためだというふうにし

て説明があったようですので、そのことを特にお聞きをすることではなく、公営住宅というのは今⼊居
者の⼊れかわりがあるのかどうなのか。そして、潜在的な部分もあろうかと思いますけれども、⼊りた

いという希望者がどれぐらいおるのかというふうなことをお尋ねしたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  おはようございます。お答え申し上げます。
  今うちのほうで管理いたしておりますが、菅⾥第１団地、経過が42年たっていますが、現在６世帯で

す。それから、遊佐団地、町営の遊佐団地は４階建ての住宅ですが、あれにつきましては16世帯、33

年たっています、今年度で。それから、平成15年に建築いたしまして今年度、ことし７年⽬を迎えます
遊佐第２団地、６世帯です。それで、いずれも満杯の状態ではあるのですが、菅⾥第１につきまして

は、もう42年も経過いたしまして建てかえの時期には来ているのですが、建てかえするスペースがあそ
こでいいのかというそういった議論も検討中でございますが、いずれの団地も今満杯でございます。１

年間に２つや３つ参りますが、所得が⾼かったりそういった⽅々は⼊居できないという⽅々がほとんど
で、今のところ⼊れるというスペースがない関係ではあるのですが、申込者⾃体の所得が⾼過ぎて⼊れ

ないというのが現状です。今年度は２件ほど申し込みはございましたが、検討しましたけれども、今申
し上げましたとおり所得が⾼くて⼊れなかった、そういったことです。

委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。
１３番（伊藤マツ⼦君）  たしかこの⼊居基準は、2003年ごろではなかったかなと思いますが、たし

か引き下げをされた経緯がありまして、世帯の状況にもよると思いますが、私の記憶ですと、家族世帯
の所得の合算でたしか⼊られる要件が決まってくるのかなというふうにして記憶しております。それ

で、たしか給料とすれば⽉額で15万円ぐらいではなかったかなというふうにして記憶しておりますけれ
ども、その辺もし間違いだったら訂正していただきたいなというふうにして思います。それで、なかな
か所得が低くても⼀定⼊られない部分があると。基準がかなり厳しいためにと。それで、現状では満杯

状態であるというふうなお話もありました。



  それで、近年いわゆる町の中⼼の中でも空き家がふえているなというふうな感じがいたします。かつ
て総務企画課で空き家調査をしたことがありましたね。そのときは、たしか180⼾が町全体で空き家が

あるというふうな説明があったように記憶しております。それで、例えばひとり親家庭でなかなか住む
場所がないと。いわゆる⼿ごろな⾦額の⼊られるようなところがないと。それで、何ともならなくて実

家にお世話になっているというケースもあるようです。それが、いつまでもお世話になっていることも
できないので、何とかしたいと思うのだけれども、現状の中ではなかなか町営住宅もあきがないという

ふうなことで難しいというお話も聞こえております。それで、空き家住宅は持ち主が貸していただくか
どうかということもあろうかと思いますが、そういう特にひとり親家庭でもう本当にぎりぎりの⽣活を

しているような家族に対して、町が中に⼊ってそういう⼈がおれば申し込みを受けて、相談を受けて、
そしてそういう空き家を町が貸していただけないかというふうなことを、そういう対策を進めていただ

きたいなというふうにして思うのですけれども、これはどこの管轄になるのかなというふうにして、総
務となると私の所管でもありますので、とりあえず今の地域⽣活課の課⻑のほうから少しその辺お答え

願えないかなと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答え申し上げます。
  ⼊居する収⼊の⾦額は20万円です。その⼊居者の家族の全部の収⼊から必要等裁量階層の分だとかい

ろんなものを引いて、残ったものを12カ⽉で割った⽉収が20万円以下となっておりますので、15万
円、前よりちょっと上がっています。

  空き家を活⽤したそういった低所得者に対します供給というものにつきましては、うちのほうちょっ

と所管しておりませんので、⼤変申しわけないのですが、勘弁願いたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  ご勘弁を願いたいというふうなお話でございました。
  そこで、町⻑にお尋ねしますので、所管に聞きづらいですので、その辺のことについてどういう考え

⽅がおありか。家賃のこともあるわけですけれども、いわゆる市場になってきますので、家賃価格とい
うのは市場価格になるわけですね。それで、その辺の負担的な部分もあろうかと思いますけれども、町

⻑のほうからその辺のお考え⽅をお聞きいたします。
委員⻑（阿部満吉君）  時⽥町⻑。

町 ⻑（時⽥博機君）  中古住宅というのですか、空き家という話もありました。新しい施策は、新年
度の予算で多少定住施策を進めるという形の中では新たな提案等も予算の審議の中で提案させていただ

くということでございます。ただ、全国的なニュースというのですか、幾ら資産があっても個⼈が貸さ
ないということになれば、それは町としてはいたし⽅ないという形もあります。ただ、全国的に⾒れば

静岡市ですか、了解いただいた中古住宅に対して３年間家賃補助という形で家賃ただしますよというイ
ンターネットで流したところ⼤変な申し出があったというような話は伺っております。それが我が町に
とって定住に本当につながるという判断をした場合には検討していくという形はできると思いますけれ

ども、現状22年度の予算的な⾯も含めて⾔いますと、まだそこまでは定住対策まで踏み込んだ形のもの
は準備はしていないという形でございます。ただ、私⾃⾝はそういう情報としてはもう視野に⼊ってい



るという形をさせていただきます。ただ、若い世代が中古住宅でいいのか、その辺やっぱりきちっとき
れいな新しいところを求めるのか、そういう情報もしっかり⾒詰めていかないとまずいのではないかと

思っております。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  これまでこの議場でも若者定住対策で何度も皆さんから⼀般質問等で質問を
されております。それはそれで進めていかなくてはいけないだろうなというふうにして私は思います。

ただ、要するに低所得の⼈が現状の中では⼊っていくところがないと。⺠間の個⼈の⼈が貸しますよと
仮になったとしても、いわゆる家賃の関係でお⾦がないとそこまでいけないという話もあります。それ

で、今町⻑のほうから他県の例を話をされましたが、できればそういう形で、なかなか無償というわけ
にはいかないとすれば、⼀定のそういう⺠間の空き家を貸していただいた場合には、家賃補助を所得に

応じて場合によってはしていただければこれは⼤変結構かなというふうにして私は思います。空き家を
そのまま放置しておくとかえって傷みが激しくなって、いずれ本当に使い物にならなくなると、建物が

傷み過ぎて。そういうふうなこともありますので、もし許せばそういう空き家を貸していただいて、そ
して例えば⼀定の期間でもいいのだと思うのです。例えば⼦育ての期間、お⾦のかかる⼦育ての期間だ

けでも貸していただきたいと。そして、その間町に⼀定の⽀援をしていただくと、そういうふうな⽅向
性をぜひ導き出していただければなというふうにして私思いますので、その辺もう⼀度お伺いいたしま

す。
委員⻑（阿部満吉君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  伊藤議員から今私の定住施策と重なる意味での新しい提案をいただいたという

形で検討させていただきたいと、そのように思っております。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  よろしくどうぞお願いいたします。
  それから、次に⼊ります。同じ９ページに教育使⽤料の中で語りべの館の使⽤料が１万5,000円の減

額補正というふうにしてなっております。これは、要するに利⽤者が少なかったというふうなことで単
純だと思うのですが、あの施設は、かつて私執⾏部の皆さんと相当なやりとりをした経緯があります。

それは、あそこに、あそこにといいますか、杉沢分館に語りべを持ってきたのでは宝の持ち腐れになる
でしょうというふうなお話をした経緯があります。それで、あそこへ設置をしたことについても、急遽

国の介護保険絡みのいわゆるハード部分で設置をしたと。こういうお⾦があるので、国の⾦があるの
で、今やらなければいけないというふうなかなりせっぱ詰まった状態で進められたというふうな状況が

ありました。それで、当時私区⻑をしておりましたので、そのときに杉沢地区の区⻑の皆さん⽅と話し
合いを進めたときに地元の区⻑の皆さん⽅は、ここをいわゆる地元農産物の販売をして、そして地元の

活性化につなげることができないのかと、そういうお話をされました。それで、あの当時の担当の⽅
は、それは⼤変結構な話だと。ぜひそういう⽅向で進めたいというふうなことがあったのです。あけて
みましたら、あそこは⽂化施設なので、そういうことはできませんというふうになりまして、私あのと

きにこれは⼤変残念なことになってしまったなと思いました。それで、当時⽔くみに来る⼈が杉沢分館
に設置をされた、敷地内に設置をされた語りべの館を結構あそこへ⾞をとめてかなりの⼈が中をごらん



になっていたというような経過がありました。そのときに、ああ、私は本当にここで農産物を売られれ
ば、あるいは⼭菜などを売れれば本当に地域の活性化につながるのになと思って⼤変残念に思ったこと

があります。それで、今杉沢地域の皆さん⽅がその辺のことについてどのように考えているかというふ
うなことは私お聞きをしておりませんけれども、ただ活性化というふうなことで考えるならば、そうい

う⽅向性をやはりひとつ検討していただきたいなと思います。これは、産業振興課サイドからもかかわ
ってくるのではなかろうかなというふうにして私思いますけれども、なかなか農業が衰退してきており

ますので、どの程度の農産物をあそこで提供していくのかというふうなこともそういうふうな⽅向で進
んだとしても⼤きな課題かなというふうにして思います。ただ、杉沢分館の農業祭りなどでは農産物の

販売もしております。結構購⼊している⼈もおります。杉沢地区の⼈もおりますし、あるいは杉沢地区
以外からの⼈が購⼊したりしているようなケースも⾒受けられます。それで、あそこをちょっともう少

し活⽤するというふうなことではそういうことも⼀つの検討策なのかなというふうにして私は思いま
す。その辺でこれからの語りべの館のあり⽅、使えない⼀つの理由の中には⾦額が⾼いと。いわゆる使

⽤料が⾼いというふうなそういったこともあるわけですが、たしか半⽇で1,200円ぐらいでなかったか
なというふうにして記憶しておりますので、これではそう簡単には地元の皆さんもなかなか活⽤できな

いというふうなことだと思いますので、⾦額的な問題もあるわけですが、あそこをどうやってやっぱり
⽣かしていくのか。建ててしまったからにはもうあれをどういうふうに活⽤するかということが⼤きな

検討課題になりますので、その辺を関係課とも連携をとりながらひとつ検討していただきたいと思いま
す。そのことをお尋ねしたいと思いますし、あわせて何かこれからの使い⽅を検討されているのかどう
かも含めてお聞きをいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  お答えいたします。

  今回語りべの館の使⽤料１万5,000円ほど減額させていただきました。この施設については、やはり
定期的な使⽤というのが余りなくて、いわゆるスポット的に使⽤されているというふうなことが多い施

設でありますので、当初の予算の⾒⽅がちょっと⽢かったかなというふうに⾔われればそういうことか
もしれません。やはりこれからどういうふうに使うかというふうなことですけれども、私も産業祭りで

すか、ああいうところには⾏かせていただいたこともあります。皆さんカキだとかいろんなものを売ら
れているというふうなことで、地元の活性化というふうなことであれば、あの場所がやはり杉沢では⼀

番いいところかなというふうに考えております。先ほど⽂化施設というふうなこともあります。やはり
そういう点からいって中でそういう、例えば売ることがどうなのかというふうなこともありますし、あ

の辺の周辺の敷地の中での販売というふうなことも、そういうことについては考えられるのかなという
ふうに思います。いずれにしても、産業振興課の観光とひとつ連携を密にしながら、どういうふうにし

ていくかこれからの検討課題にさせていただきたいというふうに思います。
  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  多分あそこの場所に、例えば語りべの館内では販売はできませんと。しか
し、あの敷地内では販売をしてもいいですよというふうにして仮になった場合に、あの語りべの館とい



う建物がある周辺に例えばビニールトタンの⼩屋のようなものを設置をするということは多分できない
でしょう。そうすると、なかなか簡単にクリアできないのではないかなというふうにして私は思いま

す。ですから、その館内の中で販売をできるような⼯⾯をしないと実現は不可能ではないかなって私思
いますので、今関係各課と少し連携をとりながら検討してみたいというふうなお話がありましたので、

ぜひ検討していただきたいなというふうにして思います。そのまま放置するのも検討の⼀つだと思いま
すけれども、できるだけ地域の活性化につながっていくような⼀つの⽅向性を導き出していただければ

なって思います。この項終わりますので、よろしくお願いいたします。
  それから、11ページお願いします。11ページに県補助⾦の中で８⽬の労働費県補助⾦が労働諸費補

助⾦として259万円ほどの減額補正になっております。これは、緊急雇⽤創出事業臨時特例基⾦事業費
補助⾦というふうにしてなっておりますけれども、この減額された内容についてお尋ねいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  この労働費県補助⾦の中の減額分につきましては緊急雇⽤で予算化していただいたものであります
が、最終的に精算の時期になっておりまして、その全体の経費の中での精算ということになりますが、

⼤きなものでは町営バスの安全運⾏管理費の委託料として２⼈分の緊急雇⽤をお願いをしておりました
が、ゆざ交通さんのほうの事情で１⼈分になったということで、その分が134万7,000円含まれており

ます。あと総合交流促進施設株式会社ですけれども、ここに４名の、観光施設等の環境整備の委託で緊
急雇⽤４名お願いをしておりましたが、これが580万円ほどの予算化をしておりましたけれども、最終
的に80万円ほどの残額が出たということでございます。この残額につきましては、緊急雇⽤で採⽤をい

たしましたけれども、何らかの事情でやめられたという⽅が出ましてその分の精算ということになりま
す。あと６カ⽉雇⽤が５カ⽉になったとか、途中採⽤が⼀部おくれたとかということで、残額が出た分

合わせて259万円ということになっております。
  以上です。

委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。
１３番（伊藤マツ⼦君）  今減額補正についての内容説明がありました。例えば今のお話ですとゆざ交

通さんが、２⼈分を町としては願っていたが、そちらさんの事情で１⼈分だというふうな、そういった
事情について説明をされましたけれども、259万円というのは⼤変⼤きな⾦額ですよね。この緊急雇⽤

創出事業というのは、なかなか使いにくいといいますか、安定した就業先が確保されるまでのいわゆる
つなぎの雇⽤の場という位置づけのためのものだというふうにして理解をしておりますが、最⼤で６カ

⽉、そして場合によっては継続でもう６カ⽉できると、そういうものですね。それで、ゆざ交通さんが
もう⼀⼈分については使えないというふうな状況というのはいつわかったのかなと。こういう厳しいご

時世ですので、⼀定予算が余るであろうなというふうなことは、使いづらさもありますので、想定はで
きるのだと思うのです。その想定をできた段階で次の新たなものはないのかと。なぜ探していただかな
かったのか。これをせっかくの、決していい政策だと思いませんけれども、このようなご時世ですの

で、できる限りたくさんの⼈にわずかな⾦額でもやっぱり町として対応しなければならないという、そ
ういうせっぱ詰まった意識といいますか、そういうものが不⾜ではなかったのかなというふうにして私



は思うのですけれども、私のそういう思いは思い違いなのかどうなのか、その辺のご説明を願いたいと
思います。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  緊急雇⽤を含むことしから始まりましたふるさと雇⽤含めた全体的な予算は3,900万円ほど21年度分
で予算化をしていただいたわけでございますが、こういうふうに残額が発⽣しましたのは緊急雇⽤のと

ころだけでございます。ゆざ交通さんにつきましては、この１名は雇っていないということが判明した
のは２⽉でございました。それは、私のほうのお願いといたしましては、町営バスの運⾏管理を含めた

全体の運⾏管理を担当する⼈を雇っていただくというふうなことでお願いしましたが、バス会社のほう
では臨時的にバスの運転もしていただきたいのだということでありまして、そのために⼤型２種免許を

持った⽅を募集をしたということでございます。２名の募集に対してそもそも１名しか募集がなかった
ということでございましたので、その段階で追加の募集をしていただけないかというふうなことで申し

上げましたけれども、３⽉までという期限が切られている関係上、それはなかなか難しいということで
ありました。そのほかに残額が発⽣しました件につきましては、実はこの残額として減額をしたお⾦に

ついては平成22年度の新規雇⽤の財源として回すことが可能だということになっておりますので、そち
らに充当するということで町としては対処したいというふうなことで今⽇まで⾄っております。

  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。
１３番（伊藤マツ⼦君）  私は、今いろいろ説明はありました。少しやっぱり意識が不⾜しているので

はないかなと。状況が厳しい状況ということに対しては、もう少し意識を持って進めていただきたいな
というふうにして思います。残額については22年度に回すことができるというふうな説明がありまし

た。でも、今年度にこれを使える状況があったわけですので、もっと早い段階からいろいろな部分に活
⽤できるものがあるでしょう。そこへやっぱり提供していくと。これは、担当課、所管課だけではなく

て、いろんな各課とのかかわりも含めながら進めてくるべきだったのではないかなって私思います。い
わゆる課⻑会議でどんな話がされているのか私たちにはよくわかりませんけれども、こういうことにつ

いてはやっぱり課⻑会議などで提起をしていくと。そして、いろんなところから、⼀時的な雇⽤ではあ
るかもしれないけれども、でもせっぱ詰まっている住⺠の皆さんにはやっぱり極⼒提供していくという

ふうな考え⽅のもとで進めていただきたいと。⼤体１⼈の雇⽤しかしていなかったということが２⽉に
わかったなんていうのは、やっぱりこれは怠慢も甚だしいのではないかって私思います。ですので、今

さらこんなことを申し上げても後の祭りではありますけれども、ぜひその辺の意識を持って進めていた
だきたいなというふうにして思います。

  そこで、⽣活⽀援には社会福祉協議会が窓⼝になっていろいろと貸付⾦制度なども進められておりま
すし、あるいはハローワークを通してもいろいろあるようです。それで、私が１つ調べたのは、緊急⼈
材育成就職⽀援基⾦による⽣活⽀援が昨年創設をされております。これハローワークですけれども、窓

⼝といいますか、⽀援策については職業訓練機関の訓練、⽣活⽀援の給付⾦などがある。その内容は、
安定した仕事につくために職業訓練を受けようとする失業者に対し、⼀定の要件で職業訓練期間中３カ



⽉から１年の⽣活⽀援の給付があると。その内容については、例えば単⾝者だと⽉10万円、扶養家族の
いる者だと12万円の⽀給、さらに希望者には貸し付けを上乗せをして、単⾝者⽉５万円、あるいは有扶

養の場合は⽉８万円まで給付と貸し付けに合わせて最⼤で単⾝者で15万円、扶養家族がいる場合は20
万円まで⽀給をすると。これはほんの⼀部です。今そのほかにもいろいろ企業に対してもあるわけです

が、そういうものがなかなか住⺠にいわゆる広報として宣伝をされていないというふうな感じがいたし
ますので、町の広報は私の所管課でありますので、町の広報などと⼀緒にいかにして今ある制度、町の

制度、国の制度、県の制度いろいろあろうかと思いますので、そこで遊佐町の住⺠が活⽤できるものを
やっぱり住⺠にお知らせをしていくと、そういうことをしていただきたいなというふうにして思いま

す。なかなかハローワークに⾏っても仕事がなくて本当に困ったという話は聞きますけれども、こうい
う制度があって私は助けられましたという話はないのです。聞こえてこないのですよね。それで、聞こ

えてこないということは、制度が余り皆さんに知られていないというふうなことなのだと思うのです。
ぜひそういうある制度を広報などを通して進めていただきたいなというふうにして私は思いますので、

その辺をどのようにお考えなのか、このことをお聞きいたします。
委員⻑（阿部満吉君）  上⾐は⾃由にしてください。

  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  雇⽤をめぐる情勢が厳しいということは今委員おっしゃったとおりであ

りますし、町もそのような事態にあるという認識を⼗分持っているつもりであります。今委員おっしゃ
った制度につきましては、昨年の10⽉ころに制度が発⾜をいたしまして新たに実施された制度でありま
すけれども、ハローワークの窓⼝相談の際にそれについて紹介をするということになっているようであ

ります。その制度の運⽤につきまして、ハローワークとの定期協議の中で協議をしておりましたけれど
も、今委員おっしゃった内容は、今現在最終の形の運⽤の⾦額でありますけれども、実は最初スタート

したときはかなり厳しくて、多分酒⽥飽海には該当する⼈はいないだろうというところまで厳しい制度
でありました。特に失業された⼈の直前の年収でありますとか、家族の年収によってはほとんどの⼈が

受けられないというような制度でありましたけれども、それが順次緩和をされて今のような状況になっ
ているようであります。これについては、町としての制度の紹介を随時ホームページでやっております

し、また企業の皆さんにつきましてはメールマガジンでの発送も随時やっているつもりでございます。
制度の紹介を町のホームページあるいは広報を通じて⾏うというのも、当然それぞれの情報をまとめる

という施策も必要でありますので、そうやってきたつもりでありますが、なお⼀層注意しながら、アン
テナを張りめぐらして情報を集めて提供してまいりたいというふうに思っております。

  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  ぜひよろしくお願いしたいと思います。
  経済の悪化が住⺠の⽣活をより厳しくしているのではないかというふうにして思いますし、それに加

えていろいろな悩みが増⼤しているのではないかなというふうにして思います。住⺠が⽣活にかかわる

ものの相談については、いろいろな健康福祉課だとか、いろんな課でいろいろと相談をする場合もあり
ますし、あるいは町の対応だけではできない部分もあろうかというふうにして思います。いろいろ相談



に⾏ったけれども、結果としては何の解決にも⾄らなかったという話もよく聞きます。それで、こうい
うご時世ですので、すべての悩みをすべて解決をできるというふうなことにはつながらないのだという

ふうにして思いますが、各課を回っても、例えば健康福祉課から町⺠課に回されたと。町⺠課からまた
別な課に回されたと。ぐるぐる回って終わるというふうなことがないように、できれば本当に相談ケー

スをきちんと全体の問題として受けとめるというふうな形では私は専⾨的な分野として必要なのかなと
いうふうにして、⾏政サイドとして、というふうにして私は思うのですが、例えばケースワーカーのよ

うな⼈を１⼈配置をするだとか、そういうことがこれからは本当に必要ではないかなって私思います。
そこで、このことについては町⻑に伺ったほうがよろしいかなというふうにして思いますので、そうい

う考え⽅は、名前はケースワーカーがいいかどうかというのはわかりませんけれども、やっぱり全体の
相談をきちんと受けとめて、そしてそれを⼀定掌握できるような部分が私必要だというふうにして思い

ますので、その辺いかがお考えか伺います。
委員⻑（阿部満吉君）  時⽥町⻑。

町 ⻑（時⽥博機君）  私は、就任以来すべては町⺠のために仕事をしてくれって職員には申しており
ます。そして、いろんな窓⼝相談来たらお客様だと思って対応してくれというような形はまだまだ徹底

されていないのかもしれません、まだ１年経過していないという中では。だけれども、基本的には奉仕
の精神を基本に町⺠のために働くのが役場の職員の本分であるということは事あるごとに申しておりま

すので、それが次第に徹底していくと。そして、相談業務私は今、福祉等⼀番多い相談窓⼝ですけれど
も、しっかり職員はそれぞれのセクションでは対応していただいているというふうに理解をしておりま
す。あっち回ってこっち回ってあと何も解決しないで、そういうことではあってはならないと思ってお

ります。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  所管課で対応できるものは、それはそれでいいのだというふうにして私は思
います。今現状の中ではそういう対応をとっていただいていると私も認識をしております。でも、所管

課だけでは対応できない部分もあろうかなというふうにして思いますので、そういうときに、いわゆる
今例えば⽣活⽀援の話でハローワークにこういうことがあるというふうなお話をしましたけれども、そ

ういうことも含めて網羅できるような、そういう仕組みが私は必要なのではないかなというふうにして
思います。それでケースワーカーというような話をしたわけですが、場合によってはサラ⾦問題もあり

ますし、いろんな諸問題がもう複雑に絡み合って住⺠の⽣活の厳しさからそういう状況に陥っているケ
ースも随分最近はあるようですので、そこへきちんと⽀援をしていくと。かつて、以前町でホットライ

ンでしたか、そういうふうなことを進めたこともありましたね。その話はいつの間にか⽴ち消えしてい
ますし、最近は多分なくなっているのかなというふうな感じもいたしますけれども、これは所管課につ

ながっていることと思いますので、余りその話は聞こえてきません。あれはたしか⽔道問題が⼤きくな
ったときに町がそれを⽴ち上げたというふうな経過がありました。⽔道問題のいわゆる濁り⽔の対策を
進めてからホットラインの関係は余り聞こえてこないなという気がいたしますので、ぜひこれは、１⼈

配置をするというのは現状の中ではなかなか厳しいのかなというふうにして私も理解をいたしますけれ



ども、そういう住⺠の⽣活にかかわっていく部分については少し幅を広げて進めていただきたいなとい
うふうにして私思いますので、何かありますか。

委員⻑（阿部満吉君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  ⾏政ホットラインですか、それについてもやっぱり苦情等寄せられること、そ

れから町⺠提案制度、これもいろんな形で直接⾏政に寄せられるということもあります。庁舎内は庁舎
内でやっているのですけれども、庁舎内でできないところというのは社会福祉協議会等の困り事相談、

それから弁護⼠相談等もやっぱり⾏政としてプラス社会福祉協議会等の他の団体との⼒合わせてそれを
しっかりと町⺠の課題解決、困り事、悩み、消費者等の相談はやっぱりまた消費者の会とのいろんな形

あると思いますけれども、これまでの町がやってきたところをしっかり検証して、それで⾜らないとい
うことであればまたさらなる検討はしていかなければならないと思っております。

委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。
１３番（伊藤マツ⼦君）  今社会福祉協議会、あるいは⾏政相談の中の弁護⼠対応というふうなお話が

ありました。なかなか弁護⼠にも、社会福祉協議会で⽇にちを決めて、あれ⽉２回でしたか、やってい
ますね。そこにも、１回でしたか、やっておるようですが、そこへ⾏ってもなかなか道は⾒つけられな

かったと。弁護⼠の相談というのは⼊り⼝の部分だけですので、そういう相談になっていると思います
ので、それほどきめ細かな対応は多分現状の中ではできないのだと思うのです。相談受ける⼈数にも、

⼀⽇のうちの中で対応するわけですので、それはなかなかそこだけで対応するのは厳しいのかなという
ふうな感じがいたしますので、ぜひもう少し広げられる部分があったら広げていただきたいと思いま
す。この項終わります。

  18ページですね、商⼯費の中で、商⼯振興費が13節の委託料で６万7,000円、⻄部⼯業団地社名看
板設置業務委託料というふうにしてなっておりますが、これはどういうものなのかお聞きいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  町で造成いたしました⻄部⼯業団地の⼊り⼝のところに、⾓地のところですけれども、町が設置して
いる団地の看板がございます。タワーでございますが、その下に⼊居している各企業の看板がありまし

て、それの維持管理を町で⾏っているわけなのですけれども、今回新たに⼊居いたしましたゆざ⾷彩⼯
房という会社の看板の設置ということで計上させていただいたものでございます。

  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  ちょっと⾦額的には６万7,000円でありますが、この説明がどうもなかなか
理解できないと。要するに町の看板なら当然町のお⾦で進めていくのは当然だと思いますが、今⾷彩⼯

房のお話がありましたね。その看板だというふうなお話がありましたが、あれは⺠間ではないのです
か、その辺お尋ねいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。



  ⼊居している会社は⺠間企業でございまして、町の仕事は関係はございません。しかしながら、あそ
こにあります看板は縦に⼊居している会社名がすべて表⽰されておりまして、その中の⼀つが⾷彩⼯房

ということであります。新たに⼊りましたので、前ありました郡連との交換で⼊りましたので、郡連の
ところを外して⾷彩⼯房の看板をつけると。これは、町で⾏っているものでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。
１３番（伊藤マツ⼦君）  わかりました。

  それでは、⽔道なのですが、⽔道の５ページに150万円の過年度分の不納⽋損が損失処分としたと。
その理由というのはどういうものなのかお尋ねいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答え申し上げます。

  今回上⽔道で６名につきまして、住所が不在だとか、相続ができないだとか、職権が停⽌、つまり破
産だとか、納税係の町税の不納リスト等と照らしまして判断いたしまして６件について不納⽋損をいた

したところでございます。
委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。

１３番（伊藤マツ⼦君）  いろんな諸事情で不納⽋損をせざるを得ないという状況があったというふう
にして受けとめました。それで、今150万円の損失処分ですが、これはどれぐらいの期間のものだった

のか、それからあわせて不納⽋損をせざるを得ないような状況というのはまだまだあるのかどうなの
か、その辺あわせてお尋ねいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答え申し上げます。
  これは⽔道だけではございませんで、町の町税等かかります納税の徴収が不可能と思われる⽅々につ

きまして不納⽋損を⾏ったところでございますが、古いところが平成９年の６⽉からの分だとか、それ
から新しいところですと平成20年の４⽉まで⼊っています。ここにいろんなケースがございますので、

相続⼈を当たってもどうしても⾒つからない⽅につきましては平成14年の９⽉だとか、それこそ６件に
つきましては、いろんな事情と期間につきましてはみんなばらばらでございます。先ほども何遍も申し

ましたが、うちのほうだけの判断ではなくして町税のほうの不納者リストを照らしまして判断させても
らったところでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  13番、伊藤マツ⼦委員。
１３番（伊藤マツ⼦君）  古いものだと平成９年の９⽉から、新しいものだと平成20年の４⽉というふ

うなお話もありました。状況によっては不納⽋損せざるを得ないようなケースというのはあるのかなと
いうふうにして思います。税に関しては⼀定の法律によって、税法によって不納⽋損するというふうな

ことはあるわけですが、使⽤料についてはなかなかそういうものはたしかないというふうにして理解を
しておりましたので、それでどうして出てきたのかなというふうな疑問がありましたので、わかりまし
た。

  ９分残っておりますが、これで私の質問終わります。ありがとうございます。
委員⻑（阿部満吉君）  これで13番、伊藤マツ⼦委員の質問は終了いたします。



  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  おはようございます。１番⽬に⼿を挙げたものの、やはり伊藤委員には勝てず

に定位置の２番⼿になってしまいました。重複する質問もあると思いますけれども、ご容赦いただけれ
ばありがたいなと思っております。

  まず、教育委員会のほうにお尋ねいたします。歳出の20ページ、教育費、⼩学校費、学校管理費、需
⽤費、光熱費、こちらのほうが100万円の増、同じページで教育費、中学校費、学校管理費、需⽤費、

燃料費100万円の減となっております。これは、多分⼩学校の光熱費100万円の増は、暖房の燃料代と
か照明の電気代とか⽔道の⽔道料なのではないかなと思います。中学校の燃料費においては、この100

万円の減は多分スクールバスの燃料費なのではないかなと思っておりますけれども、それでよろしいで
しょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  はい、委員指摘のとおりでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  前回の定例議会の⼀般質問でやはり省エネについて私質問いたしまして、学校

のフィフティー・フィフティーというような取り組みも必要なのではないかなということだったもので
すからお聞きしたのですけれども、⼩学校の光熱費のいわゆる主な内訳どこでどのように、予算よりも

100万円増になったことに対する詳しい説明お願いできればなと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  前年度の実績に⽐べまして若⼲今年度補正をいたす結果としては、また不⾜

なのですけれども、実は平成20年度になかった⻄遊佐⼩学校の下⽔道に伴う⽔道料の増、それから⾼瀬
⼩学校のプールの建築に伴う増等が平成20年度には含まれておりませんでしたけれども、今年度からそ

れも含まれておりまして、昨年度に⽐べればそれも加えて若⼲低⽬かなというふうに感じているところ
でございます。

委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  それですと、昨年と同じぐらいのこれお⾦の⽀出になるかと思いますけれど

も、⻄遊佐の公共の分と⾼瀬のプールの分も含めた上で昨年と同じぐらいの⽀出額だったということで
理解してよろしいのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  はい、そのとおりでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。
１ 番（筒井義昭君）  それでしたら、やっぱり予算の段階で100万円ぐらい昨年度よりは少なく計上

して事業を進めている間に、いわゆる使⽤するプールとか下⽔とか多くなったにもかかわらず昨年と同
じぐらいの額だったということは、やはり努⼒されたものだなというふうに評価するものであります。
先ほども⾔いましたけれども、前回の⼀般質問で学校等の省エネについて質問したものですから、これ

やっぱり質問しないではいられないなという形で質問させていただきました。



  同じ科の教育委員会関連でもう⼀つ質問させていただきます。これは、歳⼊でいきますと11ページ、
県⽀出⾦、県補助⾦、教育費県補助⾦、社会教育補助⾦、放課後⼦どもプラン補助⾦、これが58万円ほ

ど減額されております。それで、58万円というのは、放課後⼦どもプラン補助事業として出されている
県100％の事業かと思います。当初予算は120万円ほど計上されているはずです。今回の補正で58万円

の減額、これはもしできるならば、いわゆる事業ができていたとしたならば、120万円、いや、それ以
上の県からの補助⾦が発⽣して、放課後⼦ども学級ですか、その事業が進められたはずですけれども、

私が認識している分においては、この放課後⼦ども学級というのは蕨岡学区でしか取り組まれていない
はずです。これ平成20年度から21年度にかけて２年間継続されて、蕨岡地区では週１回の⽔曜⽇に放

課後⼦ども学級というのが実施されているはずです。これ県の補助率100％の事業ですので、ほかの学
区でも放課後⼦ども学級というのが実施されれば、いわゆる町⺠、いわゆる⼦供を持つ家庭にとっては

⼤変ありがたい施策なのではないかなと思いますけれども、まことにこれ地域の⽴ち上がりというのも
⾮常に⼤切なことなのですけれども、いわゆる21年度において各地域、各学校に何回ほどの放課後⼦ど

も学級に関してアプローチなされたのかお答え願います。
委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。

教育次⻑（鍬形修⼀君）  お答えいたします。
  委員質問の放課後⼦どもプランの中で放課後⼦ども教室、これは教育委員会が主体として⾏っている

わけなのですけれども、先ほど委員ご指摘のとおり現在蕨岡⼩学校だけで⾏っております。これは、放
課後⼦ども教室では⼦供たちが地域のいろいろな⽅とかかわってさまざまな体験をするだとか、蕨岡⼩
学校の場合ですと、宿題を⾏って体育館で遊ぶとかというふうないろいろなコーディネーター、また地

元の⼈⽅の協⼒を得ながら進めているわけでございます。
  何回ほどというふうなことでお尋ねですけれども、対象はすべての、蕨岡は実施していますけれど

も、すべての⼩学校を対象にして説明会というか⾏っております。ただ、その地域地域の温度差といい
ますか、回数を重ねれば進めることができるかということでもないわけなので、その辺の雰囲気をつか

みながらやってきたところでございます。まして加えて今年度、11⽉ごろでしょうか、新型インフルエ
ンザが流⾏いたしまして、いろいろ話し合いを持とうとしたやさきにこういうことがありまして、実際

事業が進まなかったというふうなこともあります。先ほど委員ご指摘の100％県負担ということですけ
れども、これは県が３分の１、国が３分の１、町が３分の１という事業でございますので、ちょっとお

話しさせていただきます。したがいまして、いろいろ進⾏したいというふうなことはありますけれど
も、先ほどのお話のようにいろいろ事情がありまして、⼀番⼤きいのはやっぱり新型インフルエンザか

なというふうに思っています。ただ、今度来年度は稲川⼩学校と、それから遊佐⼩学校、この２つの学
校では実施することに決まっております。したがいまして、具体的には来年度からその２つの学校につ

いては対応したいというふうに思いまして、残りの⼩学校についても鋭意進めていきたいというふうに
考えているところでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  この事業ですね、遊佐中央地区、俗に⾔うならば元町の⼦供たち、家庭です
と、別に同じような、同じとは⾔えないのですけれども、放課後⼦どもクラブ、いわゆる俗に⾔う学童



と⾔われるシステムがあるので、いわゆる両親共働きの⼈の場合は、元町だったとしたならば学童に通
所させる、そして帰りに迎えに⾏くということが可能かと思うのですけれども、やっぱり遊佐元町から

離れた遠⽅の地区の場合ですと、学校で授業が終わって遊佐に送り届けて、そしてまた学童が終わると
きに迎えに⾏くということはなかなか難しいわけです。そういう意味では、この放課後⼦ども学級のい

い施策だと思いますので、ぜひ教育委員会からも22年度に向けて情報の提供をしながら、放課後⼦ども
教室の⽴ち上げに向けて振興と啓蒙を⾏っていただければありがたいなと思っております。

  次の質問に移らせていただきます。伊藤議員と若⼲というよりも⼤分重なる質問であります。歳⼊の
11ページ、県⽀出⾦、県補助⾦、労働費県補助⾦、これ緊急雇⽤創出事業臨時特例基⾦事業費補助⾦、

なかなか⻑い項⽬ですけれども、こちらのほう歳⼊で2,590万円少なくなっております。そして、歳出
において、先ほど伊藤議員が質問されたところの町営バス安全運⾏管理業務委託料、こちらのほう

1,347万円減額されております。この予算は、昨年の９⽉の補正によって計上された予算かと思いま
す。当初は2,695万4,000円、ちょうど今回の補正減額の倍であります。いかなる理由で減額が起きた

のかというのは、先ほど伊藤議員の質問で了解いたしました。この緊急雇⽤創出事業臨時特例基⾦事業
費補助⾦事業は、雇⽤を創出するために、こちらのほうはまさに県予算100％の事業であります。遊佐

町にとってもありがたい補助⾦事業です。しかし、今回の町営バス安全運⾏管理業務委託料は、２⼈分
の予算がついていながら１⼈分しか雇⽤を創出することができなかったということです。まさにあめ⽟

を２個もらったのだけれども、⼀粒だけ⼝に⼊れてもう⼀個は返してしまった、まことにもったいない
ことであります。でも、これあめ⽟だったらいいのです。メタボ対策にもなりますし、糖尿病予防にも
つながりますから。しかし、雇⽤の創出というものが２⼈可能だったものが１⼈しかできなかったとい

うのは、これはやっぱりまことにもったいないことだと思います。そこら辺もう⼀度、先ほど伊藤議員
が厳しく指摘されたようですけれども、もう⼀度答弁願います。

委員⻑（阿部満吉君）  筒井委員、確認ですけれども、今の労働諸費の補助⾦は2,590万円ではなくて
259万円です。

１ 番（筒井義昭君）  そうです。259万円です。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  先ほど伊藤委員にも答弁させていただきましたが、今回２名の委託をしたにもかかわらず１名の採⽤

しかできなかったということについての町としての指導性のあり⽅についてはこのようなことのないよ
うにやってまいりたいというふうに思います。今回図らずも２名のうち１名しか採⽤できなかったとい

うことになったのですけれども、その過程の中でいろいろ委託をして雇⽤を⽣み出すということについ
ての問題点も多少明らかになりました。つまりこちらで想定した待遇とそれぞれ実際の企業や団体が雇

⽤する待遇とは必ずしも⼀致しないと。つまりほかの従業員のバランスの関係上そこだけ突出して賃⾦
とか労働条件を決めることができないというような会社の事情もありまして、そうすると⼀般の雇⽤と
同じようにやっぱり待遇がなかなかよくないところには募集も集まらないということもありましたの

で、あらかじめ雇⽤を委託する前からそういうことについての調整をしながらこのようなことのないよ
うに進めてまいりたいというふうに思っております。



  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  町営バス安全運⾏管理業務、これ⾏っているのはゆざ交通さんだと思っており
ます。ゆざ交通さんに平成20年度の決算では町営バス運⾏業務委託料として983万7,000円というのが

業務委託料として⽀出されている。今回の緊急雇⽤ということで２⼈が採⽤することができたならば、
それはゆざ交通さんが募集をかけて、いわゆるそれに合う求⼈者がいなかったことによって採⽤できな

かったということもあるのでしょうけれども、町としては町営バス運⾏業務委託料としてほとんど
1,000万円に近いようなお⾦がゆざ交通さんに対して⽀出されている。そういう状況下にあって緊急雇

⽤創出のこの補助⾦事業が有効に活⽤されなかったということは、やはりまことに残念なことなのでは
ないかなと思っております。これ⾃分の懐を痛めないからじゃぶじゃぶ使えと⾔っているわけではない

のです。ありがたい政策の場合は有効に、そして最⼤限活⽤したほうがいいし、最⼤限活⽤できるよう
に町としては取り組まなければいけないし、そして雇⽤をする会社に対してはやはり指導すべきことな

のではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  ゆざ交通に対するバスの運⾏委託につきましては今委員おっしゃったとおりでありますが、そのほか

に教育委員会サイドのほうからスクールバスの委託料さらには、これは補助⾦でございますが、廃⽌代
替路線の補助⾦含めて全体では3,800万円以上のお⾦を委託をしているわけでありますけれども、今回
の委託をお願いした段階で最初にゆざ交通さんと打ち合わせをしてどういう⼈材が⼀番今雇⽤を望んで

いるかというふうな話し合いしたときに、運⾏管理を⼀番必要としているのだということでお話しされ
ました。それは、具体的に⾔いますというと、ドライバーではなくて、ドライバーの朝の点呼でありま

すとか、それから健康管理、それから配⾞の差配、そういったことを担当する⼈ということで、私のほ
うではそういう⼀般的な事務の⼈ということで積算をしたわけでありますが、実は実際に雇⽤をする段

階になりまして、いや、ドライバーがいないときに運転もしていただきたいのだということの話があり
ました。そうすると、当然⼤型の２種免許ということが必要になりますので、⼀般事務のように募集が

ないのではないかということをちょっと⼼配をしていたところです。今までもゆざ交通さん、２種の⼤
型免許の取得者でゆざ交通さんに来ていただける⽅ということで、何回かハローワーク、町の雇⽤の広

場でも申し込んでいただきましたので、そこでもなかなか集まらないということでありましたから、そ
ういう⼼配多少はしていたわけなのですけれども、現実にはそういう形でハローワークの募集が出てお

りましたので、その結果として両⽅を備えた⼈が応募されなかったということでありました。それは、
私のほうで先ほど伊藤委員のご質問申し上げましたが、指導性を発揮をして何とか雇ってほしいという

話はもちろんしてきたわけでありますが、時期も迫ってまいりまして最終的には断念をしたというふう
なことを聞いております。先ほども申し上げましたが、今委員おっしゃったように県から割り当て、内
⽰をされた⾦額を丸ごと雇⽤に、直接町⺠⼀⼈⼀⼈のところにお⾦が回るような形で届けていきたいと

いうふうに考えておりますので、なお⼀層そういったところに注意しながら雇⽤確保に努めてまいりた
いと思います。



  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  町営バス安全運⾏管理業務委託料含めて緊急雇⽤創出による補助⾦事業、いわ
ゆるバスだけではないのですね。バスの安全管理、運転業務だけではないのです。保育⼠においてもそ

ういうふうな同じような問題が発⽣していますし、創業⽀援で雇⽤された部分でも何か同じような話が
出てきている。⾮常にこれはもったいない話なのですけれども、これからこういうふうな有利な町にと

って⼤変ありがたい施策が国や県で⾏われたときは、本当に最⼤限有効活⽤していただきたいなと思っ
ております。

  次に移らせていただきます。⽔道会計、５ページ、これも⼤分伊藤議員の質問と重複するところがあ
りますけれども、伊藤議員が質問したところの過年度分不納⽋損額ですね、この150万円、当初の予算

ですと30万円だったものが150万円増額して180万円計上されている。この内容については、先ほどの
答弁で６件であるということをお聞きしたのでわかったわけですけれども、年間にわたって⽔道のいわ

ゆる督促状ですね、年間にわたって何通ぐらい発⾏しているものなのかお聞きします。
委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答え申し上げます。
  現在上⽔で過年度分と現年分合わせまして、現在未収⾦が3,853万円となっております。この⼈数に

つきましては、ちょっと⼿元ございませんので、後ほど正確な数字お答え申し上げたいと思いますの
で、よろしくお願いしたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  ⾦額的にはお答えいただきましたけれども、その件数については後ほどぜひ答
えていただきたいなと思っております。

  これ所管なのですけれども、町⺠課のほうで徴税費、賦課徴収費、備品購⼊費180万円ほど今回予算
計上されておりまして、これがメールシーラーの印刷機械を買うものだというふうにきのう知ることが

できました。町⺠税の督促に関しては、年間１万500通の督促状が⽣じているのだそうです。そうする
と、メールシーラーを使った発送になると、今まで封書で発送しておりましたので、１通当たり80円に

なる。ところが、メールシーラーの場合ははがき発送ということになりますので、はがき代の50円で済
む。町⺠課の実績では１万500通発送しているとなると、30円の差額というのが経費削減になる。つま

り30円掛けると町⺠税の督促に関しては31万5,000円、これが経費削減になるわけです。そういう意
味では、⽔道料の督促状、⽔道関係の督促状を含めて、いわゆるメールシーラーを利⽤した、メールシ

ーラーによる、はがきによる督促というような形のものを導⼊するおつもりがあるかないかお伺いいた
します。

委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  それは、導⼊の⽅法で現在検討いたしております。
委員⻑（阿部満吉君）  １番、筒井義昭委員。

１ 番（筒井義昭君）  そうですね。これ厳しい財政、今年度はまだ国のほうの⼤盤振る舞いというと
ころあるのでしょうけれども、来年度になると国の予算⾃体が厳しくなるのではないかというふうに想



定されておりますので、町としても健全財政というのを⽬指す意味では経費の削減というのが⼀つの⼤
きな課題になるかと思いますので、ぜひ⽔道関連の督促に関してもメールシーラーによる督促というよ

うな形にすると１通当たり30円というような効果がありますので、ぜひそちらのほうへシフトがえ、い
わゆるシステムの変更をぜひお願いいたしまして、私の補正予算質問とさせていただきます。

委員⻑（阿部満吉君）  これで１番、筒井義昭委員の質問は終了いたします。
  ２番、髙橋久⼀委員。

２ 番（髙橋久⼀君）  初めに、14ページ、歳出の２款総務費、総務管理費、１⽬の⼀般管理費、15
節施設整備⼯事費67万円ほど計上されております。これ説明お願いします。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  役場の屋根からの⾬⽔を排⽔しますルーフドレイン、これの改修⼯事50万円、それから多⽬的トイレ
の便器の交換⼯事17万円を予定してございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。
２ 番（髙橋久⼀君）  トイレの17万円、交換ということですけれども、症状的にどのような交換必要

が⽣じたということなのでしょうか。
委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  この多⽬的トイレの便器の交換⼯事ですけれども、設置をいたしまして
から13年ほど経過してございます。ウオシュレットを使⽤した際に⽔漏れが⽣じるという利⽤者からの
声がありまして確認をしていただきました。13年を経過したものですから、修理に適切に対応する部品

がないというお答えでございまして、交換を今回させていただくことで対応を考えてございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。

２ 番（髙橋久⼀君）  トイレであります。とても庁舎のトイレというのは住⺠にとっては使いづらい
のではないかと。我々でさえも多⽬的トイレ、１階のトイレ等利⽤しづらい。特に住⺠の⽅が利⽤する

のであれば、受付を最⼤に使うと思いますので、１階のトイレ、住⺠が使うに便利に使⽤できるような
状況であるのか。通路の辺に何かいっぱいコピー機とか置いてあります。住⺠が使いやすいような環境

をもう少し考えられてはいかがでしょうか。
委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  おいでいただいた町⺠の皆さんから気持ちよくご利⽤いただく。設置さ
れている場所への誘導ということも⼀つ課題としてとらえてございまして、その点については職員の声

かけによる誘導も含めて対応させていただいていますが、そういったことも加えて、また気持ちよく利
⽤いただくという⾯では美化清掃、そういった⾯も努めてまいりたいというふうに考えてございます。

現在清掃関係については職員で対応してございますが、配管等の清掃、それから消臭剤の適⽤、そうい
った部分については業者のほうに委託しながら努めてございます。

  なお、より気持ちよくご利⽤いただけるような観点から、美観的なものを含めて今回の⼯事にあわせ

て考えていきたいというふうに思います。
委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。



２ 番（髙橋久⼀君）  やはり１階の庁舎のトイレというのはなかなかわかりづらいし、⾏きづらい。
照明も通路に⾄っては暗い。通路に⾄ってはいろんな荷物が置いてある。やはりすっきりと町⺠の⽅が

利⽤しやすいようにこれから改善していただきたいと思います。
  次に、19ページ、消防費について伺います。11節需⽤費49万6,000円、消耗品とありますが、これ

について伺います。
委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えいたします。
  需⽤費、消耗品費で49万6,000円の補正をお願いしております。内容につきましては、消防⽤ホース

の購⼊で44万円ほど、それから信号ラッパ３本の購⼊とあわせてお願いをしているところでございま
す。

委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。
２ 番（髙橋久⼀君）  消防⽤ホース、⼤変⾼価なものであります。以前各分団より、各班のホースの

整備状況を把握し、有事の際に使えるホースを最低本数８本として整備なされました。現在もそういう
状況で整備されているとは思いますけれども、町のほうでは把握しているのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  今回整備をいたしますホースにつきましては、具体的な内容をもう少し

詳しく申し上げますと、消防操法⽤のホースが６本、それからポンプ⾞、消⽕栓等実働で使います部分
が10本という形で整備をさせていただく予定でございます。

  委員ご質問のホースの適切な状況の管理についてでございますが、経年による劣化、それから使⽤等

によって⽳があいた、またはかたくなって通⽔しない、伸びない、そういった状況を消防団員の皆さん
から要請をいただいて、更新をさせていただいております。これらについては、それぞれの声が分団⻑

等を通じまして、また直接的にも危機管理係のほうに適切に届くようにお願いをしてございます。今回
そういった声に応じまして危機管理係のほうでストックをしながら随時対応をさせていただいておりま

すが、このストック分が今回ゼロになったというようなことを受けて補正をさせていただいたところで
ございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。
２ 番（髙橋久⼀君）  以前は破れたホース等常備職員のもとで修理していただき、⼤分丁寧に⻑年に

わたって使⽤してきました。現在そのように修理したホースというのは余りお聞きしないのですけれど
も、常備のほうでは今でも分団の各班のホースを修理し、使⽤しているのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  幹部会議の席上でそのようなお話を少しお聞きした経過がございます

が、具体的に今年度修理した本数がどのくらいあるとか最近の状況についてはちょっと伺ってございま
せん。そのような申し出が、申し出といいますか、ホースを⼤切に使いながら、使えるものについては
使⽤をしながら対応してまいりたいというふうに考えてございます。

  なお、随時いわゆる訓練等でホースの状況等については確認をしながら進めてまいりたいというふう
に考えてございます。



委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。
２ 番（髙橋久⼀君）  やはりとても⾼価なものでありますので、多少の破れ等は補修しながらも、た

とえ20メーターホースであろうが15メーターでもいいわけです。それを⼤事に使⽤していただくよう
にお願いいたします。

  次に、今回消防団幹部の改選というふうに地元でお聞きしました。それに伴い、⼥⼦消防団の募集開
始、以前２分団と６分団においては⼥⼦消防団というのがございまして、⼤変幹部の⼈たちが苦労いた

しました。今募集するというのは、以前のような⼥⼦消防をまた復活させるのか、それともまた違った
ような要項で募集始めたのか、その募集についてお伺いします。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  ⼥⼦消防団の募集につきましては、今回２⽉１⽇の広報で募集をさせていただきました。その結果、
今現在４分団、いわゆる吹浦地区から５名の確定を⾒ているところでございます。そのほかの地区から

も問い合わせ数件いただいているという状況にございます。消防団改正の中では、この⼥⼦消防団員の
活躍をいただきたいという部分については啓蒙を中⼼とした形でお願いをしたいというふうに考えてご

ざいます。特に⼾別訪問含めて各⼾への防⽕の呼びかけ、そういったものに⼒を発揮していただきたい
というふうに考えておるところでございます。その分団の中での位置づけというものについては、今幹

部会のほうで検討されてございますが、それぞれの分団へ位置づけするのが望ましいのか、本部全体で
それを受け⽫としたほうがよろしいのか検討してございますが、⽅向性といたしましては本部の中に⼥
性の⽅の消防団員としての位置づけを図っていくという⽅向で進められてございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。
２ 番（髙橋久⼀君）  これは、⼥⼦消防団という募集は⼤変厳しい状況にあると思います。特に２分

団、６分団においては過去に⼤変苦労してきましたので、そこから持っていくということはちょっと難
しいと思います。⼥⼦消防団は全国⼤会がございます。以前は⼭崎地区の幹部の奥さんたちの共同によ

り全国⼤会私も⼀緒に参加させていただきました。そういう消防団ではなく、今の説明では本部付要員
として啓蒙活動などをしていただく。当然そうなれば経費がかかります、経費。そうしますと、消防団

の出動⼿当、今1,300円ですか、１⽇であれば2,600円、そういう消防団の出動⼿当で啓蒙活動をして
いただくというような考え⽅なのでしょうか。伺います。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  出動⼿当、委員のほうからお話ありましたように、１回の出動に際しま

して1,300円、４時間を超えますと2,600円という⼿当でございます。そのほかに団員として年間の団
員報酬というのがございます。啓蒙活動等につきましては、団員報酬の中で⾏っていただくものと、そ

れから特別に何らかの形で⼿当を⽀給した形で⾏っていただくものとその辺についても、報酬の取り扱
いについても今後幹部会議の中で検討していくという段階になってございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。

２ 番（髙橋久⼀君）  それに伴いまして、酒⽥市のように本部分団というのですか、本部要員という
のですか、そういう幹部の部署をつくるのではないかというようなお声もあります。町としては、消防



団の活動をスムーズに⾏うための本部要員といいますか、そういう⼀つの幹部の組織をつくろうという
ふうに考えているのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  ⼥⼦消防団の部分につきましての本部付の組織体制の部分につきましても検討いただいております
が、いわゆる今の分団⻑、副分団⻑という組織体制にある中で申し上げれば、分団⻑に相当する⽅を置

いて、⼥⼦消防団員の訓練等含めて⾏っていくと。その活動について統括をしていくという組織体制の
中で⾏いたいというふうに考えてございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。
２ 番（髙橋久⼀君）  もう⼀点だけ。各分団では今消防団の勧誘に⼤変苦労しております。特に改選

期というような時期に来ますと、消防団員の勧誘に⼊ってくれる⼈がいないと。そこで、各地区積載⾞
等を取り⼊れた３班、４班の集約、そのようなことは考えでありましょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  消防団の団の編成全体のことにつきましては、消防団の全体計画の中で意⾒交換をしていかなければ
ならないというふうに思ってございます。確かに今消防団員の確保、それから団員であっても⽇中不在

の団員が多くなってきていると、勤務の関係で。そういう状況を踏まえまして、ＯＢ団員の⽅々から改
めて⼊団をいただいたり、それから職場を退職なされた⽅々から新たに消防団員に加わったりしていた
だきまして、何とか今年度内の増減状況につきましてもプラスという状況は確保してございますが、こ

れはこれからも⼈⼝減少の中にあって⼤きな課題の⼀つであります。そういった中で、装備も含めて団
の編成全体を今後検討していくことが必要であろうというふうに考えてございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ２番、髙橋久⼀委員。
２ 番（髙橋久⼀君）  それに伴いまして、各部落で⾏っております⾃主防災組織、あれもことしは区

⻑さんの改選でありません。しかし、区⻑さんの改選とともにまたあれの組織編成が変わるという。早
くいけば２年ごとに変わります。あれももう少し⻑い⽬で10年とか変わらないような組織づくりを⽬指

して何とか指導できないものでないでしょうか。伺います。
委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答え申し上げます。
  確かに委員おっしゃいますようにして、区⻑の改選２年に１度⾏われます。それに伴って私どものほ

うでは⾃主防災組織の編成をお願いをしてございます。そういった形の中でやはり⾃主防災組織の果た
す役割、そういったものの認識の確認、それらをその都度⾏っていくということが⼤切になってくるか

なというふうに思います。⾃主防災組織のトップに区⻑の皆さんが現在はすべてついてございますの
で、それについては、区⻑でない⽅が⾃主防災組織のトップにつくことについては、区⻑会等の皆さん
のご意⾒もいただきながら検討をさせていただきたいというふうに思います。

  （「はい、終わります」の声あり）
委員⻑（阿部満吉君）  これで２番、髙橋久⼀委員の質問は終了いたします。



  次の質問に⼊る前に、先ほど１番、筒井義昭委員への答弁を保留しておりましたので、答弁いたさせ
ます。

  佐藤地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  先ほど答弁を保留しておりました督促の件数につきましては、昨年の４

⽉からことしの１⽉まで10カ⽉間、2,120件、⽉平均200件ほどの督促の請求を出しております。
委員⻑（阿部満吉君）  よろしいですか。

  ４番、⾚塚英⼀委員。
４ 番（⾚塚英⼀君）  それでは、私のほうからお昼までのひとときで質問を終わりたいなと思ってお

りますので、ご協⼒お願いいたします。
  まず初めに、14ページですね、総務のほうへお聞きいたします。電⼦計算費、相変わらずシステム関

係に関しては⾮常にお⾦がかかっているなと思います。このシステム改修委託料、この今回の内容をご
説明願います。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  委託料232万2,000円、システム改修委託料、この内訳でございますが、１つは⼦ども⼿当来年度か
ら対応になります。その⼦ども⼿当の事業システム導⼊に当たってのシステム改修が350万円でござい

ます。これは、繰越明許でお願いをするものでございます。もう⼀点がメールシーラー、先ほども出ま
したけれども、はがき状の形の中で発送することができる⽤紙の印刷レイアウト、これをシステム上変
更しなければなりません。その対応のカスタマイズ料として67万2,000円。それから、地⽅税電⼦申

告、住⺠税関係ですが、申告システムの導⼊に係る改修費、これを今年度補正をさせていただきました
が、国等の動向も含めて来年度に対応させていただきたいということで、歳出もあわせて減額をさせて

いただくのが185万円の減額という内容になってございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ４番、⾚塚英⼀委員。

４ 番（⾚塚英⼀君）  ⼦ども⼿当導⼊にかかわる国の予算も通ったようですので、来年度から始まる
ためのシステム改修が⼤きいということのようでございます。これは単にソフト、例えば国のほうで、

これ国の事業なので、国のほうでこういう事業やりますからこのソフトを導⼊してくださいということ
でぽんと本当は来るべきであったほうが私は楽なのかなと思うのですけれども、このシステム導⼊です

けれども、新たにまたコンピューター、ハードを含めて導⼊になるものなのでしょうか、それともソフ
トのみの改修になるのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  この⼦ども⼿当の事業システムにつきましては、委員ご質問のとおり国の制度に伴っての改修でござ
いますので、国のほうで100％負担をしていただいてシステムの導⼊を図るものでございますが、その
内容も同じでございますので、基本的なシステムの部分については国のほうで開発したパッケージを⽤

いたものというふうに理解してございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ４番、⾚塚英⼀委員。



４ 番（⾚塚英⼀君）  そうすると、基本的にはハードのほうではなくてソフトの導⼊ということで理
解してよろしいのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  はい、そのような形でございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ４番、⾚塚英⼀委員。
４ 番（⾚塚英⼀君）  了解いたしました。⼦ども⼿当350万円、国の話なので、我々どうこうと⾔え

ない部分たくさんあるのでしょうけれども、毎回毎回ソフトだのハードだのということでこれだけかか
るということ。幾ら国からお⾦が来るといってももともとは我々の税⾦でございますので、これやっぱ

り我々地⽅としてはもう少し何とかならないのかなというのを国にやっぱり強く訴えていかなければな
らないのかなと思うのですけれども、こういう部分で国のほうで今回また350万円お⾦あるからこれで

やってよねという単純な話で多分来るのでしょうけれども、こういうことに関して、国のほうでこうい
う⼆重、三重で毎回ソフト改修、ハード改修ということで指⽰が来ること⾃体について総務課のほうに

何かお話等あるのでしょうか。
委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  直接的に国のほうからお話をいただいているというような部分はござい
ません。こういった制度を実施しますので、それにかかわるシステムの改修、これについては国のこう

いう制度の中で国のほうで負担をして実施をしますという情報提供でございます。これらｅ―Ｊａｐａ
ｎ計画含めて電⼦化というのは⾮常に現代社会の中での⼤きなウエートを占める部分になってきてござ
いまして、町のほうでも今年度光ファイバー網の整備をさせていただきました。こういった中には、い

わゆる情報格差の是正というのが⼀つの⼤きな根本にございます。⽇本のどこにおりましても、例えば
適切にいろんな情報を得て、または情報を発信して業務等仕事の部分についても、地⽅においてもそれ

らが充⾜している都市部と何ら遜⾊なく⾏えるというような形で整備をするということではございます
が、これらにかかわる全体的な経費が増嵩しているというのも現実でございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ４番、⾚塚英⼀委員。
４ 番（⾚塚英⼀君）  電⼦化というものはよしあしなのかなと最近私つくづく思っておりまして、今

回こういうふうにお話しさせてもらっているわけですけれども、もともとコンピューター化というのは
紙ベースでの部分での経費削減だったりそういう部分、コストの削減というのがもともとのスタートだ

ったのかなと私思っているのですけれども、今我々⽣活している中でもそうですし、役場の中うろうろ
している部分でも感じるのですけれども、⼀向に紙ベースの情報というのは減らないような感じするの

ですけれども、若⼲環境のほうに⼊りますので、どっちかというと地域⽣活課⻑の話になってしまいま
すけれども、私所管でございますので、この辺は後ほどこっそりお聞きしたいなと思うのですけれど

も、総務課⻑のほうにお聞きいたします。現在紙ベースでの情報というのかなりはんらんしていると思
うのですけれども、実際コピー⽤紙等の使⽤量というのは以前に⽐べて減っているのでしょうか、それ
とも逆に増加しているのでしょうか、お聞きいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。



総務企画課⻑（本宮茂樹君）  ⽤紙の減少に取り組む形でございますが、最終的にご質問いただきまし
たコピー⽤紙等の町としての使⽤量の状況、これについては、申しわけございませんが、調べた上でお

答えをさせていただきたいというふうに思います。町の実際の運⽤に当たりましては、例えば町内での
会議の開催等に伴うもの、それから職員への周知、そういったものについてはＣ―ナビというシステム

を通じて紙ベースでなく周知をさせていただいておりますし、必要なものだけについていわゆるペーパ
ー化をして確認をすると。なかなか、私⽅は特にそうですけれども、私⽅というのは年齢のいった世代

という解釈ですが、なかなか電⼦画⾯だけでそれを適切に把握することができない場合もございますの
で、⼀たん紙ベースにするというどうしても状況はあろうかと思いますが、そういった必要なものにつ

いては紙ベースとして起こさせていただきますけれども、単なる通知、いろんなものについては画⾯で
確認をして処理をするということになってございます。また、⼀⽅では例えば決裁システム等につきま

しても、画⾯で⾏えるようなシステムとして現在は処理を⾏ってございます。いろいろな場⾯で減少に
結びついている事例は多くあろうかなと思いますけれども、まだまだコピーを活⽤した、印刷機を活⽤

した枚数というのは現に多くあるのかなというふうに考えてございます。後ほど確認してお答えをさせ
ていただきます。

委員⻑（阿部満吉君）  ４番、⾚塚英⼀委員。
４ 番（⾚塚英⼀君）  私個⼈としてもうちのほうでかなりプリンタ使⽤しておりまして、去年どのぐ

らい使ったのかなと今ちょっと思い出してみますと、正確ではないのですけれども、Ａ４のコピー⽤紙
買うのですけれども、たしか去年は２箱、１箱に⼤体2,500枚⼊っていますので、２箱使ったかなと思
っています。確かにミスプリしたりとかそういう部分もありますし、⼀概には⾔えないのですけれど

も、こういうところ、ちょっとしたところを改善していくということも⾮常に必要だと思います。私
は、この間総務課⻑のほうにコーヒー飲みながら、電⼦データでいただければ必要なところだけ⾃分で

プリントして持ってくるからという話もさせてもらいましたけれども、そういうのでの⼤量なデータな
んかの配付なんかは検討されてもいいのかなと⾮常に思っております。最近⾮常にいいソフトがありま

して、この間私も買ったのですけれども、こういうやつ、だあっと読み込ませると勝⼿にエクセルでデ
ータ化してくれたりとか、電⼦データ化してくれるようなやついっぱいありますので、そういうのも⾮

常に活⽤しながらやっていけば、せっかく電⼦計算費として、年間これで⾒れば3,000万円超える⾦額
何やかんやで使っているわけです。こういうのも有効なお⾦として⾒られるのかなと。実際私もコンピ

ューターソフトなんかも買うものですから⾼いなと思うので、遊佐町の規模ぐらいにしたってもこのぐ
らいかかるのかなというのは⼗分わかるのですけれども、⼀般の⽅にしてみれば⾮常に⾼い買い物でご

ざいます。そのかわりに例えば紙ベースのデータを⾮常に少なくしましたよ、コピー⽤紙を減らします
よ、コピー⽤紙を減らせば、これは⽊何本分に相当しますから環境に対しては⾮常に負荷がかかりませ

んよというのをアピールしながらいく、こういうのも必要かと思いますので、ぜひ今回メールシーラー
なんか⼊れて経費節減という⾮常に有効な⼿段も使っているようですし、そういうのをどんどん活⽤し
ながらできるだけ無駄な、無駄とは⾔いませんけれども、有効な経費の使い⽅をぜひお願いして、私の

質問終わりたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  ４番、⾚塚英⼀委員への答弁を保留し、午後１時まで休憩いたします。



  （午前１１時５５分）
 

              休                 憩
 

委員⻑（阿部満吉君）  休憩前に引き続き会議を開きます。
  （午後１時）

委員⻑（阿部満吉君）  ４番、⾚塚英⼀委員への答弁を保留しておりますので、答弁いたさせます。
  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げたいと思います。
  電⼦化に伴いましてペーパーレス化がどのように進んでいるかという状況についてでございますが、

平成18年、それから19年の２カ年の紙の購⼊枚数を⽐較してみますと、18年では169万5,500枚で、
19年では119万6,500枚、約50万枚ほどの減につながっているという状況がございますので、ご報告申

し上げます。
委員⻑（阿部満吉君）  これで４番、⾚塚英⼀委員の質問は終了いたします。

  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  最初に、18ページですね、補正の、商⼯費、観光施設整備基⾦積⽴⾦、これを

説明お願いします。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  基⾦の積み⽴ての計画実施につきましては総務企画課で⾏っておりまして、内容は詳しくは承知して
いないのですけれども、観光施設整備基⾦、観光施設の整備並びに維持にかかわる基⾦として町で積み

⽴てておるものでありますが、これにつきましては⽅向といたしましては、今あります遊楽⾥でありま
すとかコテージふらっとの新たな⼤規模改修に備えて毎年毎年積⽴額を多くしておりますが、この補正

予算では最終の積⽴額の確定ということで計上させていただいたものだと思います。
  なお、その基⾦は必要に応じて取り崩しをいたしまして、多少⼤規模な施設の修繕あるいは改修に活

⽤しているというのが現状でございます。
  以上です。

委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  既存の施設の改修というようなハードのほうの補正予算と、積み⽴てというよ

うなことであります。観光に関しては、私も何度も⼀般質問もいたしておりますが、昨年の12⽉に遊佐
町観光戦略会議というのを⽴ち上げておりますけれども、それの進捗状況をお願いします。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  今委員おっしゃいましたように、12⽉に第１回⽬の戦略会議を⽴ち上げました。これまで４回戦略会

議をしております。また、⽉１回というペースでやっておりますので、来年度の５⽉ころまでのペース
で今進んでいるところでございます。これまで議論した内容につきましては、観光基本計画の中に載っ



ております遊佐町における観光の推進体制について、特に今公益法⼈改⾰で改⾰が求められております
遊佐町観光開発公社のあり⽅についての議論をこれまでやってきているということで、次回から残され

た課題について議論していく予定になっております。
  以上です。

委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  これに関しては動きが遅いのではないかということで私も何度も質問いたして

おります。やっとできましたので、やはり遊佐町のこれからの発展を考えた場合には、観光はこれは重
要視されるべき事業であるというふうに考えますので、その辺の戦略会議のやはり体制、組織しっかり

していただいて臨んでいただきたいというふうに思います。まず、それに対して何か。
委員⻑（阿部満吉君）  堀⽥副町⻑。

副町⻑（堀⽥堅志君）  それでは、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。
  今課⻑のほうから観光戦略会議第４回⽬を終わった報告がございました。⼀つは、観光基本計画が平

成20年の３⽉に策定をしたというふうな経過は議員の皆さん⽅もご承知のとおりでございます。観光基
本計画の中では、⼀つはやはり遊佐町の観光の⽅向性としては⿃海⼭をメーンにさまざまな観光宣伝、

あるいは物産の振興を図っていく必要があるのではないかというふうな内容が第１点⽬でございます。
それから、遊佐町の観光を推進していく推進体制、今観光に関係する団体が遊佐町ではＮＰＯの⿃海観

光、遊佐観光協会、それから観光開発公社、そして総合交流促進施設株式会社等々があるわけでござい
ますが、今現在今までの観光振興については実⾏委員会⽅式をとって、その主管を各ＮＰＯであったり
株式会社であったり町であったりというふうな格好でやってきたわけですが、それを総括するような観

光関係団体の会議がなかったというのが実態でございます。ですから、観光関係団体のいわゆる総括、
まとまりをどうするかと。まとまりをやはりつくっていく必要があるのではないかというのが計画の中

にもう⼀つ⼊ってございます。現在、先⽉になりますか、今課⻑が申し上げたように観光開発公社のあ
り⽅について意⾒をいただきました。と申しますのは、平成20年の10⽉から法律が改正施⾏になって

公益法⼈の⾒直しがスタートしてございます。財団法⼈遊佐町観光開発公社についても５年間の間、平
成25年の11⽉までにその現在の財団法⼈をどうするかというふうな⽅向性を決めなければならないと

いうふうなことになってございます。⼀つの⽅向性としては、３つございます。１つは、新しい公益法
⼈に移⾏できるのかというふうなことが１点⽬でございます。それから２点⽬は、⼀般の公益法⼈に移

⾏していくのか。３点⽬は、解散をするかというふうな選択肢が３つございますが、第１点⽬の新しい
公益法⼈に果たして現在の観光開発公社が移⾏できるのかというふうなことを考えますと、現在もそう

ですが、財団法⼈になるにはいわゆる公益事業を事業費の50％以上やることが⼤きな条件になってござ
います。現在の観光開発公社は、予算のパーセントで申しますと約１割弱というふうな状況でございま

して、現在の事業運営の形態では新しい公益法⼈への移⾏は相当⾄難であろうというふうなことを考え
てございます。それでは、⼀般の財団法⼈に移⾏してどういうふうなメリットがあるのかというふうな
ことですが、⼀般の財団法⼈は公益事業50％という縛りはなくなって、いわゆる収益事業だけでもやれ

るというふうな⼀般財団ですが、いわゆる税法上のメリットがないというふうなことでございます。で
すから、今考えているのは、⼀般公益法⼈でとどまるのか、あるいは現在町内にあります観光関係団体



と統合する⽅向性を検討していくのかというふうなことなのかというふうなことで現状の把握をしてい
るところでございます。25年の11⽉までの期限ではございますが、⼤体23年度、来年度中には結論を

出していかないとうまくないというふうなことで考えてございますので、やはり町内の観光関係団体の
⼀つの公社というふうな団体のあり⽅を他の団体の皆さんからご意⾒をいただきながら、もう⼀年ぐら

いの期間で検討をしてまいりたいというふうなことで考えてございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  遊佐町としては１年くらい時間をかけて組織固めというような副町⻑のお話で
ありますけれども、やはり今観光に関しては、ほかの委員からも話よく出ますけれども、絶好のチャン

ス遊佐町はなっているわけです。封切りされている映画もありますし、これから「座頭市 ＴＨＥ Ｌ
ＡＳＴ」という映画が封切りされますけれども、そういういろんな状況、好環境に今ある中で、１年の

スパンでもって組織固めをしてそれからやりましょうというときにはもう時期的にはちょっと遅かった
ということにもなりますので、その辺は町⻑前から話ししていますように⺠間の⽅をかなり組織の中に

⼊れて、それでこれからの遊佐町の観光に関しては進めていただきたいと。当然広域観光というような
ことで新潟と庄内と秋⽥県でもって⽇本海きらきら⽻越観光圏の整備計画というのもあります。しか

し、その計画に従っていくだけではなかなか遊佐町としてはこれから苦しいのではないかと。やはり町
⻑からある程度旗振りをしていただいて、観光に関しても遊佐町が率先して引っ張っていくくらいの⾏

動⼒を求めたいと思います。その辺町⻑いかがでしょうか。
委員⻑（阿部満吉君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  観光戦略会議に関しましては、やっぱり今町が抱えているテーマ、中期的に考

えましょう、そして⻑期的なものに⽴ち上げていきましょうという形の会議だと認識をしています。こ
の議会で⾮常にいつも問題なのは、町が先頭になって町関連の施設に対する補助を極めて多く出して、

それに対して⺠間の事業者が⼤変な営業的に⽴ち⾏かなくなるということもさきの議会でも指摘をされ
ております。私⾃⾝は、⺠間の旅館組合とこの地域に来てもらえる⼈に対してなるべく、町の施設がい

っぱいであれば他の施設もそれは当然紹介しなければならないし、そのようにするように指⽰はしてい
ますけれども、地域挙げてこの遊佐という地域を観光の拠点として売り出すときに、まさに今⾏政は⾏

政として、そして町が持っている第⼀セクターである財団法⼈遊佐町観光開発公社、第三セクの今の遊
佐町総合交流促進施設株式会社、それにＮＰＯの観光協会がある。４頭⽴てをどのように束ねていくか

ということを考えていかないと、⾏政がやり過ぎれば議会の皆様からも地域の皆様からも⼀⽅的に経営
的なものまで踏み込み過ぎるというご指摘も伺う。これまでの反省もしなければならないと思いますの

で、その辺をしっかり、私⾃⾝は私なりに観光⼤使なりの場をつくりながら、ビジネス⼤使にも要はこ
の地に来てもらいたい、そしてこの地域のものを買ってもらいたい、そんなねらいもあって協議会⽴ち

上げたわけですし、もうしっかりとその辺は真っ正⾯から取り組む以外ないと。妙案は、まず真っ正⾯
から取り組むことから次の⼿が始まるであろうと、そのように思っております。

委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  観光に関しては、これからもいろいろと質問させていただきますので、よろし
くお願いしたいと思います。



  それでは、次の19ページの道路橋梁費ですね、町道改良⼯事費900万円というのがありますが、これ
の説明お願いいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答え申し上げます。

  これにつきましては、⼤楯北線のスーパー農道から中学校まで⾏く⼤楯北線ございますが、あそこに
歩道の拡幅⼯事を予定いたしております。現在進めておるところですが、地域活性化基盤創造活⼒臨時

交付⾦を使ってやっていますが、このうち⼤楯北線に47筆21名の地権者がいらっしゃいます。その中
で、相続が必要で時間がかかるものが４名の９筆、それから隣の⽅との境界がまだ未決定というような

ところが３名の６筆、合計で７名の⽅々で15筆が年度内の取得がちょっと無理だということが判明した
ものですから、これを⼯事請負費のほうへ振り分けまして、それで900万円につきましては今回上程い

たしております５ページの８番の⼟⽊費の910万円として繰越明許費のほうへ計上いたしたところでご
ざいます。ということで、今回繰り越しをお願いします900万円につきましては、本補正予算のほうの

議決をちょうだいいたしましてから年内に⼯事を発注いたしまして、⼯事の繰越明許のほうとして22年
に、来年度に執⾏してまいりたいと思っております。

委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  実際に⼯事をするのは課⻑が勇退されてからということですね。わかりまし

た。
  それでは、都市計画費、都市計画事業⼯事費3,900万円の減ということがありますが、これの説明よ

ろしくお願いします。

委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答え申し上げます。

  ことし４年⽬、最終年を迎えますまちづくり交付⾦事業の最後の事業メニューであります公園の１カ
所、それから都市計画街路が３本、⽔道、下⽔道街路の中に布設してありますが、それの⼯事の精査、

いわゆる⼊札の差額⾦と平成21年度事業予算を組んだのが20年でございますので、その精査によって
3,900万円、経費の縮減と思っておりますので、そのことで3,900万円の減額を予定したところでござ

います。
委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  都市計画事業に関しては、臨時の議会でもいろいろと質問いたしまして、いろ
んな反対もいたしました。⼀応都市計画税も計画ができるまで停⽌というような形になっております。

まず、本当にこれが経費節減で節約になったお⾦なのかどうかという。何か⼀般の町⺠から⾒ると事業
が後退しているのではないかというようなふうに⾒えますが、今課⻑が説明ありましたので、素直にそ

のことは受けとめます。
  次、21ページの社会教育費、公⺠館⽤備品費の125万円というのがあります。21ページ、これお聞

きします。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  お答えいたします。



  これ⽣涯学習センターの２階にあります⾳響設備ですけれども、購⼊して20年以上もたつというふう
なことでかなり⽼朽化というか古くなって、時たま⾳が聞こえなくなるというふうなこともありまし

て、それの更新ということで計上させていただきました。
委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  ⽣涯学習センターのホール、今⼯事中でありますけれども、ある芸能⼈がこん
な古いホールは⾒たことがないというような話をされたというふうに聞いております。⾦額からいって

どの程度の⾳響設備なのか、その辺のところを普通の⼈でもわかるように説明いただけますか。
委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。

教育次⻑（鍬形修⼀君）  あくまでも現在の施設の更新ということで、２階にあります⽣涯学習センタ
ーの⼊って右側のほうにありますアンプだとかいろんなもののセットのものを準備しようというふうに

しております。
委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  これまでと余り変わらないと。性能的にはレベル的にアップしている設備では
ないという、今までどおりのというような、そういうことですか。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  ⽤途は同じなのですけれども、20年前のものに⽐べれば当然性能はよくなっ

ているというふうには感じております。
委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  はい、了解しました。

  それでは、ちょっと前後しましたけれども、20ページの⼩学校費の施設整備⼯事費8,300万円、これ
についてお聞きします。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育委員⻑（佐藤多嘉⼦君）  この⼩学校改築費については、吹浦⼩学校のプールの改築を計画してい

るこの予算でございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。

３ 番（髙橋 透君）  吹浦⼩学校卒業者、この中にも３名おります。⼤変うれしいことであります。
8,300万円というのは、どのようなプールができるのかなというちょっと期待もありますが、その辺の

ところまだできていないわけですが、⾦額は出ておりますので、どのようなプールができるのか、その
辺のところをちょっと説明お願いします。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  お答えします。

  今までプール改築、⻄遊佐⼩学校を除いて今度は吹浦⼩学校なわけですけれども、遊佐⼩学校につい
ては町の⼤会があるというふうなことで若⼲⼤き⽬につくっております。そのほかの学校については、
５コースということと、それから補助プールの設置も含めて⼤きさはすべて同じというふうなことであ

ります。昨年にいつでも吹浦⼩学校のプールの改築ができるようにということで実施設計等については
補正で予算をいただいております。ちょうどその結果が今出てきたのかなというふうに思いますけれど



も、３⽉の末までに⼀応実施設計が完了する予定でおります。ただ、もう更新は決まっております、先
ほどお話ししたような格好で。物についてはＦＲＰということで考えているところでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  もうできるということで地元でも⼤変喜んでおります。⼦供たちもできるのが

待ち遠しいのではないかというふうに思いますので、できれば⼩学校の思い出というのはかなりその⼈
の⼈⽣の中で残ります。私も前⼀般質問で話したことありますけれども、⼩学校５年⽣のときにちょっ

と騒いで授業をボイコットしたという思い出が今でもずっと印象に残っております。そういう意味で、
余りいい思い出ではないですけれども、プールで泳いだというような⼦供たちにできれば思い出を残し

てやりたいというようなところで夏までにぜひ完成させていただければというふうに思いますが、その
辺のところどうでしょう。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  この事業を決定するまでにはかなりのいきさつがございまして、ようやくや

っと平成21年度の当初の予算で決まったというふうなことです。したがいまして、実際県のほうから採
択に関する通知、これメールなのですけれども、来たのが２⽉の19⽇であります。それから本格的とい

いますか、本当の⽂書的なものが来て、それから補助⾦交付申請になると思います。その後時間どのぐ
らいかかるでしょうか。その後に補助⾦交付決定が来てからでないと実際の⼯事には着⼿できない。来

ても、例えば⼊札するまでに、こういう⼤きい⼯事ですと⾒積もり価格だとか、それから指名審査委員
会、いろいろな⼊札の⼀連の時間がかかるというふうなことですので、最低でも４⽉１⽇に決まったと
しても１カ⽉程度そういうものには当然かかるでしょう。着⼿して５⽉、６⽉、７⽉、ちょっと３カ⽉

では、私としては完成していい思い出をつくらせたいという気持ちはやまやまですけれども、やっぱり
仕事をする上で安全の上にも安全をやりながら完成するというふうなことですので、業者さんにもそん

なに急がせることもできないというふうな⾮常に複雑な思いでおります。なるだけ早くできるようにし
たいというふうなことについては髙橋委員と同じでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ３番、髙橋透委員。
３ 番（髙橋 透君）  ありがとうございます。できるだけということで、安全な⼯事を⼼がけていた

だいて、私も地元に戻りますと顔を⾒られるたびにそのお話が出てくるので、質問しないわけにはいか
ないということで質問いたしました。

  終わります。
委員⻑（阿部満吉君）  これで３番、髙橋透委員の質問は終了いたします。

  ７番、髙橋冠治委員。
７ 番（髙橋冠治君）  それでは、質問させていただきます。

  ⼀般会計の歳出、18ページの商⼯費、商⼯振興費の光熱⽔費８万円ということで、この説明お願いし
たいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。



  ここで計上いたしました８万円につきましては、遊佐元町地域交流センターの北側にありますロード
ヒーティングがございまして、そこのロードヒーティングの電気料の不⾜ということで、32万4,000円

ほど当初⾒込んでおりましたが、若⼲８万円ほど不⾜になりそうだということで補正をさせていただい
たものでございます。

  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  ７番、髙橋冠治委員。

７ 番（髙橋冠治君）  ロードヒーティングということで、予算より８万円ほど多いと。ことしの冬考
えてみますと、雪の量は降りました。しかし、⼀度に降ってまた解けて、また⼀度降ってまた解けるよ

うなそんな冬でありましたが、ことしの冬で補正の８万円ということで、やはりこれ思ったより電気料
は、使⽤の量が思ったより多いことだと、ことだというか、多かったということになります。最初の計

画によりますと、ロードヒーティングのランニングコストというのはおおよそどの辺に⾒ていたのか伺
います。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。

  今町で直接⽀払っております光熱費は、ゆざっとプラザ関係につきましては、ロードヒーティングと
北側にあります駐⾞場の照明、この２つが町で⽀払いをしているわけなのですけれども、それぞれ⼯事

をしている最中にランニングコストを積算をしております。⼤体ランニングコスト、当時で計算いたし
ますというと、48万円ぐらいというのが積算の基礎として上がっておりました。その年によって多少前
後いたしますが、あそこの今ロードヒーティングは全体を８つに区分しておりまして、８つの場⾯が順

次電気が⼊っていくようになっております。それが⼤体気温でいきますというと３度、地温で⼤体零度
前後で⼊るということになっているのですが、ことしの天候の関係で朝⽅急激に冷えるというふうなと

きには２時から３時までの間に順次スイッチが⼊っていくという関係でございまして、必ずしも⼀律に
毎年同じ電気料がかかるという状況でもないのですが、⼤体この補正をお願いした⾦額ぐらいが平年と

して妥当なのではないかなという感じを持っております。
  以上です。

委員⻑（阿部満吉君）  ７番、髙橋冠治委員。
７ 番（髙橋冠治君）  最初のことでありますので、補正を⾒ながら来年度おおよその電気代は、こと

しは⼟台になる数字だというふうにお聞きしたところです。
  それでは、管理指定なのですけれども、今質問しましたこの下の段ですね、先ほど⻄部⼯業団地とい

う看板の話もありましたが、駅舎の中から⾷彩⼯房の事務所というのは前のさけますの加⼯のほうへ移
ったのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えします。
  現在は移転をしております。最終的に移転した時期はちょっと確認できていないのですけれども、今

はいないということでございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ７番、髙橋冠治委員。



７ 番（髙橋冠治君）  駅舎新しくできまして２年ぐらいになりますけれども、⾷彩⼯房ももともとあ
そこには事務所を置いていたのですが、⼈はいなかったと。ハーバーラジオも⼀番奥にありますが、⼈

はいない。常時いるのは、シルバー⼈材センター、それからデマンド予約センター、それからＮＰＯの
⿃海観光協会、それから切符売りもありますが、その辺であります。せっかくあのスペースを当初なか

なか⼊るところがないということで、あの時点であのメンバーで出発したところでありますが、やはり
このようにいろんな条件でそのスペースから出ていってしまうということでありまして、やはりせっか

くの駅でありますし、当初の思いもありますので、このままあそこのスペースをあかせておくのは当然
もったいない話でありますし、今後どのようにあのスペースの有効利⽤といいますか、企業の張りつけ

といいますか、どのような考えをお持ちなのか伺います。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  ゆざっとプラザの中の事務スペースの使⽤につきましては、今委員おっしゃったとおりなのですけれ

ども、町でその基準を基本的なところを作成をしております。つまりどういう企業でもいい、どういう
会社でもいいということではなくて、⼀定の公共性のある団体、企業というふうなことで、特に企業に

つきましてはコミュニティービジネスを施⾏するということが前提になっておりまして、その計画も⼀
応しながら張りつけをしているところでございますが、張りつけ審査に関しましては、基本的には指定

管理者であります遊佐町商⼯会の中での議論を了解するという形でこれまでもやってきておりますの
で、あの今あいているところにつきましては、今現在⼊っている団体の皆さん⽅からスペースもっと広
げてくださいというような要望も来ているのですけれども、それらも含めて指定管理者であります遊佐

町商⼯会との話し合いをしていきたいというふうに思います。
委員⻑（阿部満吉君）  ７番、髙橋冠治委員。

７ 番（髙橋冠治君）  張りつけの条件としては、公の部分の仕事を持っている団体というのが⼀つの
条件に⼊っておりますので、なかなかその条件に合致した企業がそうそうあるものではないというふう

に私も認識しておりますが、やはり有効的に使っていただきたいと、そんなふうに思っています。
  申しわけないのですけれども、ちょっと⾃転⾞がそこの階段の下に置いてありますが、なかなか⾃転

⾞を使う⼈はいないし、その⾃転⾞がある⾃体知らない⽅が結構おりまして、この間かなり遠いところ
に私出張⾏きまして、そこの⼈が吹浦はいいと⾔うのです、吹浦は。吹浦に⾏って、駅に⾏って⾃転⾞

であの辺を⾒てみたいものだなというふうに私⾔われまして、はっと思って、あれ、吹浦の駅に⾃転⾞
あったのかなというふうに思いまして、私も確認しておりませんので何とも⾔えませんが、私の前の筒

井委員からはたしかないのではないかというふうなお話を聞いたのですが、どうなのでしょうか。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  私の記憶でもないと思いますので、詳細ちょっと調べさせていただけれ
ばありがたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  ７番、髙橋冠治委員。

７ 番（髙橋冠治君）  これは、必ず置けというものでもないのですが、やはり遠く離れた⼈が吹浦が
いいと⾔われて、あそこで駅からおりて⾃転⾞に乗りたいなと⾔われたときにあっと思っておりました



ので、その辺はひとつ頭の中に⼊れてほしいなというふうに思っております。
  村井課⻑にはこれで終わりますが、次は⽔道会計よろしくお願いします。⽔道の、先ほど伊藤委員か

ら特別損失ということで、俗に不納⽋損でありますが、1,500万円、累計で1,800万円という話をされ
ておりました。これは、確認として何年分から何年分、そしてもう⼀つは、これ⽔道と下⽔は今料⾦連

⽴していますので、この中で下⽔を⾒ますと不納⽋損はないということで、では⽔道の分だけ⾏ったの
かなというふうに思っていますので、それも含めてお伺いします。

委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。
地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答えします。

  ⽔道、下⽔道もそうなのですが、不納⽋損といいますか、税⾦等と違いまして、５年を超えたものだ
とかそういったものはございません。税⾦と違い、延滞⾦も当然つかないわけなのですが、絶対的消滅

時効という上下⽔道料⾦にはございませんので、とにかく今やっていますのは現年分を含めまして、過
年度分よりもまず現年分を納めてもらって、それでそのものを何とか過年度分まで回していこうという

ことで、昨年の２⽉に給⽔停⽌等のマニュアル化しまして今やっているところです。それで、不納⽋損
につきましては、先ほども伊藤委員さんのほうへお答え申しましたが、⼀番古いやつといいますか、回

収が不能という債権交付申請が平成18年10⽉出されまして、その⽅につきましては平成９年の６⽉か
ら平成18年の３⽉まで、これが⼀番古い⽅です。新しい⽅ですと、先ほど申しましたが、平成11年10

⽉から平成20年４⽉まで、相続者が⾒つからないものですからどうしても回収が不能と判断いたしまし
て、こういった⽅々、そのほか所在が不明だとか、それから破産の申し出、相続⼈の放棄、連絡先が不
明、こういった⽅々の６名について不納⽋損を⾏ったところでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ７番、髙橋冠治委員。
７ 番（髙橋冠治君）  先ほどはちょっと⾦額を間違えてしまってどうも済みませんでした。

  昨年２⽉から⽔道の元栓をとめて収納を促すということでありましたが、ことし１年ほどたちます
が、何件そういうような対処して、その効果というものはどこにあるのか、どういうふうにお考えなの

か伺います。
委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  給⽔の停⽌につきましては、ここしばらくやっておらなかったようで
す。昨年の３⽉の26⽇に久しぶりに執⾏いたしました。その際には、未納者約200名いらっしゃいまし

たが、まず振りかえの不能通知、未納者に対する督促状、給⽔停⽌の予告の通知、納⼊計画誓約書の未
提出者に対しまして、この⽅が連絡つかなかったというのが７名です。幾らこういったものを書状を出

しましても、電話をかけても出なかったのが７名、それで停⽌をいたしますというのが３⽉26⽇にお宅
へお伺いしましたところ、いついつまでに払いますって出してもらったのが３名です。そして、４名に

つきましては閉栓の⼿続を⾏いました。これは昨年です。ことしにつきましては、上⽔、簡⽔合わせま
して233名の⽅に対して通知を⾏い、実質最終的に何も、このように返済しますだとか、現年分はこの
ように料⾦お持ちしましたとか、態度も何も⽰さなかった２名について現在でも停⽌中でございます。

そして、効果につきましては、現年分につきましてはすこぶるよろしいです。ですが、今までもそうだ
ったのですが、⼀度納めてまたしばらく来ない、こういった状態がございますので、近くの酒⽥市、鶴



岡市と研修等出ておりますが、相当⼒を⼊れて使⽤料の未納対策は⾏っておりますし、本町の場合、職
員等限りある中で、回収というのは⼈数的にも⼤変なのですが、粛々と進めてまいりたいと思っており

ますので、ご理解願えればと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  ７番、髙橋冠治委員。

７ 番（髙橋冠治君）  今課⻑からは、現年度分はすこぶるいいというお話でありました。やはりこれ
⽣活に直接かかわる、普通の税⾦とまた違いますので、そのような対処をすれば当然収納率は上がると

いうふうな予想はできた。そして、現在そのようなことで今⾏っているということで、これが定着して
いけば収納率は当然上がろうと思います。本当に今までもっと早くやっていればいいのではなかったの

かなというふうに思っております。何回も⾔いますけれども、庄内町ではこういう問題はないのだと。
３カ⽉すると粛々ととめるのだということでありましたので、あそこはガスも含めておりますので、⼀

たんこういうような未収が⼤きくなると町の財政にもかなり負担がかかるようなそんなことであります
ので、はっきり⾔ってうちのほうにはないと⾔われたときに、ああ、もっと早くうちのほうでもやって

いればいいのになというふうなことを思った次第でありますので、お聞きしたところであります。ただ
これ⽔道会計は企業会計でありますので、企業、使⽤料であります。⼤きく⾔えば、電気、電話、⽔

道、これが俗に⾔うポピュラーな使⽤料でありますが、電話も電気も納めなければすぐとめられるとい
うのが当たり前の世界であります。当然税と違って⽔道企業会計でありますので、やはりそういうもの

は、当然使⽤料でありますので、これからも粛々やっていただきたいな、そんなふうに思っておりま
す。これ⽔道の使⽤料、⽔道料⾦の滞納といいますと、なかなか使⽤料であるので、意外とこれを払え
なくなるとずるずる国保だとか年⾦、それから税⾦までずるずるいってしまうようなその最初のきっか

けがこの使⽤料の⽔道の未収なのかなって私個⼈的には思っております。したがって、⽔道の使⽤料⾦
のしっかりした徴収が町全体の国保含め、それから年⾦含め、町税等国税含め、これの⼀つの第⼀歩か

なというふうに思っておりますので、これからもしっかりした徴収をしていただきたいと願いまして、
私の質問終わります。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。
産業振興課⻑（村井 仁君）  先ほど答弁保留しておりました吹浦駅の貸し出し⽤の⾃転⾞の件でござ

いますが、ないということでございます。
委員⻑（阿部満吉君）  これで７番、髙橋冠治委員の質問は終了いたします。

  ８番、⼟⾨治明委員。
８ 番（⼟⾨治明君）  まだ質問されていない⽅がたくさんいますので、私のほうから⼿短にご質問

を……
  （何事か声あり）

８ 番（⼟⾨治明君）  15ページの統計調査費、報酬62万5,000円の減が出ておりますけれども、こ
れは⼯業統計調査員、そして農林業センサス調査員の減がそれぞれなっております。減になったという
ことは、農業センサス調査員については、恐らく各部落、集落に１名お願いしたと思われますけれど

も、調査員を委託された⽅が仕事をしなかったから減になったのかとちょっと思われましたので、その
内容をご質問いたします。



委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  報酬のところで62万5,000円の減額だということであります。⼯業統計調査員の報酬で２万5,000
円、⼯業統計調査のほうは５⼈の調査員です。それから、農林業センサス調査員の報酬で94⼈、60万

円の減額という形でございます。これは、調査に当たって報酬につきましては、おおむね農林業センサ
スの調査員については２万円前後の報酬額となってございます。これにつきましては、国の基準等に基

づいての調査客体等を含めた算定の内容によって算定してございます。多少当初の段階で予算を計上い
たしましたときに算定として多⽬に計上させていただいていたというのが減額の幅としては⼤きくなっ

ているのかなというふうなことでございますけれども、決して調査の動向によって変わったのではなく
て、基準に基づいて⽀払いをした結果の残ということで調整をさせていただきましたので、よろしくお

願いいたします。
委員⻑（阿部満吉君）  ８番、⼟⾨治明委員。

８ 番（⼟⾨治明君）  もともと予算のとり⽅の仕⽅が補助⾦負担⾦の予算の上げ⽅と同じだというこ
とで、これ精査による返還ということでした。わかりました。

  それで次に、15ページの社会福祉費、19の負担⾦補助及び交付⾦の中で⽼⼈クラブの活動費補助
⾦、これもマイナス26万1,000円ほどになっております。これについても私が想像するには、単位⽼⼈

クラブの数が少なくなって、⽼⼈クラブの会員も前年度よりまた減ったということの結果こうなったの
かなと思いますけれども、どうでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。

健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答え申し上げます。
  ⽼⼈クラブ活動費補助⾦については、総額のうち３分の２を県費、３分の１を町費というふうな割合

の中で⽀出しているものでございますが、その補助⾦の構成要素として⼤きく３つほどございます。１
つが今委員おっしゃられましたように会員数、それからクラブ数、これがあります。２つ⽬が、いわゆ

る定額なのですけれども、連合会の数、つまり遊佐町の場合は１つということになるわけですけれど
も、３つ⽬が、名称⾃体はその年によって若⼲変わるのですが、内容的には健康増進の⾃主活動と、こ

ういうふうな事業を取り組んだ場合に別枠で補助⾦として加えますよといったような３つの要素がござ
います。年度当初は、予算編成時期には20年度健康⾃主活動的なものも実施しておりましたので、21

年度も継続して、内容的には違うものであっても継続してこの活動を取り組まれるのではないかと、こ
ういう⾒込みで当初予算のときは計上させていただきました。ただ、21年度終わろうとしていますが、

結果的には⾃主活動に当たる部分について取り組まれなかったというふうなことがございまして、委員
おっしゃったような若⼲の会員数等の減もございますけれども、割合的にはこちらの⾃主活動のほうの

⾦額を落とさざるを得ないと、このようなことでの26万1,000円の減額ということでございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ８番、⼟⾨治明委員。
８ 番（⼟⾨治明君）  私のほうの地区でも⽼⼈クラブの連合会⻑さんのほうから要請がありまして、

⽼⼈クラブをまたつくってくださいということでお願いが昨年からありました。私どもの集落でも部落
の役員会の中で、こんなに要請されている中だから何とか⽼⼈クラブをまた再編しようかということで



会⻑から会員まで募集をしたところ、会⻑は引き受けてくれる⼈がおったのですが、肝⼼の会員を引き
受けてくれる⼈がいなかったということで、それで今まだ強制するわけにもいかず60歳以上の対象者に

もう⼀度今打診をしているところでございます。なかなか⼀たんなくなった⽼⼈クラブを再編するとい
うのは⼤変難しいのかなと思っております。⽼⼈クラブを集落単位で再編するには会員数何名以上とい

うのが規定あるのではないかとは思っておりますが、なかなかだれに聞いてもそれははっきりしないと
いうことですので、この場でお聞きをいたしたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  詳細については確認してお答えしたいと思いますが、基本的には⾃主

活動でございますので、あるとすれば補助基準として１つのクラブ当たり何名以上というようなことが
あるかもしれませんけれども、そこは確認の上お答えしたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  ８番、⼟⾨治明委員。
８ 番（⼟⾨治明君）  では、後ほどお願いします。

  それで、先ほどの減額になった⾦額分は前年度より活動がなかったということで、ますます⽼⼈クラ
ブの活動というのが低調化してきたのかなという感じをしております。できるだけやはり60歳以上にな

ったら⽼⼈クラブに⼊るしかないのですから、最初⼩学校から始まって⻘年部に⼊る、⼈⽣の最後は⽼
⼈クラブ、それで⼈⽣を終えるというふうになっておりますので、やはりできるだけ⽼⼈クラブという

のを遊佐町の中でも活性化して、そして楽しい⽼後というのを迎えられるのではないかと思いますの
で、⽼⼈クラブの再編にも役場のほうでもう少し声を出して協⼒してやっていってもらいたいと思いま
すが、そういう姿勢はどうなのでしょうか。

委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  ただいま委員のほうから出⾝のところのお話も披瀝ございました。普

通とは反対で、会⻑は決まったようですが、会員がなかなかということでございました。委員の思いも
いろいろあると思います。我々も⽼⼈クラブにつきましては、いろいろ現連合会の三役等々含めまし

て、今後とも１つでも２つでもクラブ数あるいは会員数の拡⼤に努めてまいりたいというふうに思って
おります。その中で、⼩松⽅式と申しますか、ぜひ⼟⾨委員のところの事例なんかも参考にできるよう

提供していただければありがたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  ８番、⼟⾨治明委員。

８ 番（⼟⾨治明君）  この件については、後々の議会のときにまた結果お話ししたいと思います。
  それでは、その下に施設開設準備経費助成特別対策事業補助⾦470万円がありますけれども、これに

ついても想像はしておりますけれども、⼀応ご説明をお願いをいたします。そして、現状の経過どのよ
うになっているかお話しいただきたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えします。
  この補助⾦の対象の施設あるいは法⼈ということになりますと、グループホーム燦燦の⻄側のほう

に、隣になりますけれども、現在建設中の法⼈さくら福祉会さんのところで建設しております⼩規模多
機能居宅型介護施設に当たる補助⾦になります。建設費の補助⾦ではなくして、ここに名称でございま



すように開設に当たっての準備経費、これへの補助⾦だというふうなことでございます。この補助事業
そのものにつきましては、年度途中、しかもごくごく最近、県で⾔えば12⽉あたりに要綱が決定されま

して、そしてこういう補助事業を今年度⾏うというふうなことになりました。これを受けまして町とし
ましても、そこの補助⾦そのものはいわゆるトンネルで法⼈のほうに⽀出をしていくと。県から受けて

町が法⼈のほうに⽀出をすると、このようなお⾦の流れになります。
  なお、準備経費ということですので、当然施設を運営していくには調度品含めて漆器だとかデスクだ

とか、あるいは準備に要する⼈件費だとか、いろんな準備経費がございます。それらを補助対象の経費
だというふうにとらえながら、補助⾦の算定ということでは補助単価が五⼗何万円というふうな単価で

ございまして、⼩規模多機能というのは定員が25⼈、その中でショートステイの上限は９名というふう
になっております。五⼗何万円にショートステイできる９⼈という⼈数を掛けた額が約470万円と、こ

ういう算出額なのですけれども、この算出額と対象経費で⾒るいろんな準備経費とは直接は結びついて
いないのですけれども、そのような算定基準、算出式で求められているようでございます。

  現在建設中でございまして、まず今のところは４⽉事業開始は予定どおりという法⼈からのほうの予
定という話は聞いております。ただ、ごらんのような天候ぐあいの中でそのあたりが若⼲予定よりおく

れるかどうか、この辺は今の段階では連絡は受けておりません。
  以上です。

委員⻑（阿部満吉君）  ８番、⼟⾨治明委員。
８ 番（⼟⾨治明君）  この施設については、今も職員の募集とかをしておりまして、４⽉から開所さ

れるというお話聞きました。それで、この件につきましては以上で終わります。

  それで、最後に、16ページの児童福祉費の備品購⼊費105万7,000円についてご説明いただきたいと
思います。

委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えします。

  この内訳は吹浦保育園の調理室⽤の機器でございまして、１つが冷凍冷蔵庫57万4,000円、それから
⾷器消毒保管庫48万3,000円というふうな内訳でございます。いずれも３園の中では⼀番早くに建てた

ものですから、こういった機器も古くなってきているというふうなことでの更新をお願いしたいという
ことでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ８番、⼟⾨治明委員。
８ 番（⼟⾨治明君）  今説明を聞きまして、最初お聞きした説明を思い出しました。

  それで、話は保育園とはちょっと変わるのですが、児童公園は東海林課⻑の管轄ですよね。児童公園
についてちょっとお尋ねします。きのうは普通の公園、佐藤課⻑にお尋ねしたのですが、児童公園につ

いては東海林課⻑に聞いてくれということでしたので、お聞きをしたいと思います。実は六⽇町の児童
公園のところに蛇がしょっちゅう出て⼦供たちが⼤変怖がっているということで、⽴て看板が⽴ってお
ります。あの⽴て看板は、東海林課⻑⽴てたのでしょうか。だれが⽴てたのでしょうか、あの看板につ

きましては。そして、蛇が出てきて⼤変今⼦供たちが怖がっているし、⽗兄の⽅も⼼配しているという
ことの状況を課⻑はどのように今とらえておるのかお聞きしたいと思います。



委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  私が健康福祉課⻑ということで異動で来ましたときにはあの看板は既

にあったように思っておりますので、以前の担当課⻑のときに係のほうで⽤意したものだろうというふ
うに思っております。その蛇の話は、設計段階含めて地元の皆さん、あるいは利⽤者の皆さんの声は聞

いております。はてさてどのような効果的な対処の仕⽅があるのかということは、⼀応設計段階ではや
りとり、打ち合わせはしました。100％というのはないわけですけれども、今現地ごらんになると若⼲

想像つく、想像つくといいますかあるのですが、従来ですと境はなかったわけです、堤防上がっていく
ところまで。今はひざぐらいまでの⾼さでしょうか、蛇防⽌みたいなコンクリートのものをあそこに境

的に設置をしました。そのコンクリートの構造なのですけれども、ただ垂直にひざ⾼さまで⽴てたとい
うのではなくて、こういうふうに折り返ししております。それがどの程度蛇に効くかどうかは正直⾔っ

てわからないのですけれども、実はそういう設計の打ち合わせをしているときに、テレビでイノシシが
あれで結構ハイジャンプして進⼊してくると。だけれども、トタンみたいなので少し折り返しあるだけ

で⽬線が⾏けないというふうに思うそうで、それで⾮常に効果があったという番組報道がありました。
それをヒントにどのくらいの効果あるかどうかわからないのですが、少し折り返しつけたような形して

おります。と同時に⼀定そこに境的なものとしての構造になっておりますので、蛇の看板の撤去を改め
て考えますけれども、前と違って蛇がいなくなればいいということだけではなくて、気をつけることも

つけましょうと。⼀定こういう防ぐ構築物もありますよというふうなことでお互い気をつけていきまし
ょうという、こういうねらいで受けとめていただければありがたいかなと、こんなふうに思っておりま
す。

委員⻑（阿部満吉君）  ８番、⼟⾨治明委員。
８ 番（⼟⾨治明君）  ⼤分前から蛇対策をやってきたというお話でした。今できるだけのことはやっ

ているようですけれども、蛇がマムシではないか、マムシもいるのではないかということもありました
ので、シマ蛇とか安全な蛇、危険な蛇もいますので、その辺の聞き取りというのは⾏われましたか。マ

ムシではなければ少々かわいがってやればいいのかなと思いますけれども、マムシという確認はなかっ
たですか。これ聞いて、私の質問終わります。

委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  どちらかというとマムシだという声のほうが⼤きかったようでござい

ます。ただ、あそこのところの堤防含めた構造の中ではやはりそれを100％撤去するような、⼈⼯的に
やるということもまた⾮常に難しいところもあろうかと思います。その辺のところは頭に⼊れつつ、気

をつけながらまたこれからも対応してまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま
す。

  それから、先ほどの⽼⼈クラブの⼈数の関係ですが、以前は50⼈以上というのを⽬標としておったと
いうのはありますけれども、現在は時代とともに複数の集落で⼀つの⽼⼈クラブだといったような、そ
ういう想定もあったり、あるいは少ないところでは⼗数⼈というふうな状態があるということで、具体

的に何⼈以上だといったような基準はございません。
  以上でございます。



委員⻑（阿部満吉君）  これで８番、⼟⾨治明委員の質問は終了いたします。
  ９番、三浦正良委員。

９ 番（三浦正良君）  それでは、私からも少々質問させていただきたいと思います。
  初めに、17ページ、産業振興課⻑にお伺いをしたいと思います。農業振興費に関してでございます

が、今回このやまがた園芸担い⼿⽀援といいますか、これが341万円ほどマイナスになっておりますけ
れども、これ当初予算には⼤体930万円くらいの予算があったのかなと思うのですが、これはたしかパ

プリカハウスのということの減と、それからペレットストーブですか、その辺の予算だったと記憶をし
ておりますが、たしか今回５棟くらいしか需要がなかったというようなことのようですが、その取り組

みについてお伺いをしたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  お答えいたします。
  ここのやまがた園芸担い⼿⽀援事業補助⾦の減でございますが、委員おっしゃいましたように、当初

パプリカのハウスを12棟建設をするということと、暖房⽤のペレットストーブ７台購⼊するという事業
主体の計画でありました。それが最初の確定の段階ですが、パプリカハウスが５棟、ペレットストーブ

はヒートポンプエアコンにかわりまして４台、新たに予冷庫を１基というふうなことで、事業費が937
万3,000円から595万5,000円に下がったというのがこの内訳でございます。

  なお、パプリカハウスの希望につきましては、年度当初予算を組む段階で農家の皆さん、それから経
営体の皆さんからお集まりいただきまして、ＪＡが取りまとめをして予算に反映させておりますけれど
も、実際の着⼯となりますというと、資材費の関係もございますが、実はパプリカハウスなんかにつき

ましては⽣産量の20％アップが義務づけられておりますので、労働⼒の関係、さらには資⾦の関係でな
かなかそこには踏み切れないという⼈も中にはいらっしゃいますので、そういう関係で⼀部減になった

というふうなことでございます。
  以上です。

委員⻑（阿部満吉君）  ９番、三浦正良委員。
９ 番（三浦正良君）  12棟のハウスの中で５棟が建てられたということのようですけれども、要する

に今課⻑の説明ですと、いろんな経済的な事情を含めて、労働⼒の問題も含めて結果として減ってしま
ったというような説明なのかもしれませんけれども、それではＪＡとの打ち合わせといいますか、ヒア

リングも含めてしっかりと計画性があったのかどうか、その辺これからの事業をしっかりとしていく上
では⾮常に⼤切なことではないかなというふうにして思いますが、その辺のこれからの取り組み、そし

てまたパプリカの今後の状況等も含めてお答えをいただきたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  今回のパプリカの減につきましては、随時ＪＡとの聞き取りはしている
わけなのですけれども、ＪＡのほうでも農家さんとの話し合いの中でもう少し頑張ってやったほういい
やねかとかという話をしながら今⽇まで来ているわけでありまして、そういう中で最終的にはどうして

も取り組めないというような判断に⾄ったものだというふうに理解をしております。ただ、パイプハウ
スの補助といたしましては、やまがた園芸担い⼿⽀援事業の補助⾦は、県単30％、３分の１の補助に町



が12分の１の協調補助を⾜してやっているものでありますが、従前からのパイプハウスの補助としては
補助率は決してよくはないものでございます。⼤体従前ですと50％から55％ぐらいありましたので、

最近県単ということもありまして補助率が落ち込んでいるというふうなことであります。これを受けま
して⼭形元気戦略の⽅針が県のほうから出されまして、その農業予算のほうを⾒てみますというと、こ

の同じ事業は、名称は変わりますけれども、町が12分の１を協調補助をかさ上げするのであれば、最終
的に50％補助を実現するという内容にはなっておりましたので、これはかなり期待ができるのではない

かというふうに思っているところでございます。
委員⻑（阿部満吉君）  ９番、三浦正良委員。

９ 番（三浦正良君）  今町のほうでもパプリカに関しては⾮常に⼤きなウエートを占めている。そし
てまた、これからも⾮常に期待をされる作物になっているわけです。そういうことで、これからパプリ

カを町の主な商品というのですか、産物の柱にして育てていくためには、やはり農業振興の中でもぶれ
ないような政策を町の中でもしっかりと位置づけていく、そういうような⽅向性が⼤切なのではないか

なというふうにして思うのです。確かに今回12棟の予定が結果として５棟にしかならなかったという、
そういうような背景といいますか状況というものは、ある意味ではやむを得なかったのかもしれません

けれども、その町の基本が、では12棟を予定しておったから、今回12棟を予定しておったのが５棟に
しか結果としてできなかったからこれからどういうふうにしていくのかというような迷いを⽣じるよう

な⽅向性でなくてしっかりとしたぶれない農業政策の中に位置づけていくということがこれから⼤切な
ことかなというふうにして思うのですが、その辺をお伺いをしたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  パプリカの⽣産組織につきましては、まだ部会が⽴ち上がっていません
ので、野菜部会の⼀部になっているようでありますけれども、私も何度かパプリカの⽣産組織の皆さん

⽅と話し合いを持たせていただきました。驚くような若い皆さんがたくさんいらっしゃいまして、⾮常
に遊佐町の未来の農業を、施設型農業の担い⼿としてはたくましく思っているところでございます。今

委員おっしゃいましたように、町としても果たして12分の１のかさ上げの協調補助でいいのかどうか、
これらも含めて酒⽥市、それから庄内町の状況を⾒ますというと、作⽬に関係なく単独での協調補助を

かさ上げをしていると。67％まで上積みしているところもありますので、そういったところを参考にし
ながら、そういった若い施設園芸農業者を励まし、また⽣産を伸ばしていくためにも、そういった⽅向

での協調補助のかさ上げも来年度県の⽅針とあわせて検討してまいりたいというふうに考えているとこ
ろです。

委員⻑（阿部満吉君）  ９番、三浦正良委員。
９ 番（三浦正良君）  それでは、この項を、まず今後ぶれない農業政策の柱の⼀つにしていただきた

いというような希望を述べまして終わりたいと思います。
  次、商⼯観光の18ページに⼊りたいと思います。先ほど２⼈の⽅から⻄部⼯業団地の看板の件でお話

がありましたけれども、その件で内容は承知をしておりますので省かせていただきますけれども、先般

町のほうでも条例改正ということで、企業⽴地促進条例と企業推進条例ですか、あの２つの条例が改正
をされたわけなのですが、その後の取り組みといいますか、ＰＲも含めてせっかくいい⽅向に、あるい



はハードルを低くして使いやすいような条例に改正をしましたけれども、取り組み、あるいはその効
果、そういうものに対して、まだ数カ⽉しかなっていないわけですが、その後の経過、そういうものを

お伺いをしたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  先⽇議会でご承認いただきました企業奨励条例の改正につきましては、
それ単独で企業誘致をするということはなかなか⼤変でございまして、当然のことながら国、県のさま

ざまな施策を動員し、なおかつ町としても４⽉１⽇に向けて⼯場⽤の⽔道の使⽤料の⽀援補助⾦の要綱
の設置、さらには、これまでもありましたが、雇⽤助成⾦の⼤幅な上積み、そして中⼩企業技術者養成

の限度額の引き上げ、こういったものを総動員しながら企業誘致の推進に当たってまいりたいというふ
うに考えております。既に今回の企業誘致の改正要綱を持ちながらさまざまな機会でＰＲをさせていた

だいておりますし、ハローワークの場でもその話をさせていただいております。⼯業団地のほうではな
いのですが、今１社⽴地企業が出てまいりまして、まだ確定しておりませんけれども、そういったとこ

ろに⼀番最初にそういった事業の適⽤があるというふうなことで会社のほうにも伝えてありますし、実
際に適⽤するのは再来年度の予算からということになりますので、実際に創業した年の次の１⽉１⽇課

税分からというふうになりますからまだ先になりますけれども、順次ＰＲに努めながら企業誘致、これ
は団地だけでなくて⼯場を張りつける場所についての誘致に努めてまいりながら雇⽤の確保に努めてい

きたいと思っております。
  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  ９番、三浦正良委員。

９ 番（三浦正良君）  今答弁をいただいたとおり、本当に企業誘致ということに限らず雇⽤の場の充
実といいますかそういうものは本当に近々な課題であるわけです。せっかく条例を改正してハードルを

低くして、ぜひこの遊佐町にも来ていただきたいというような施策の思いを実現していただいて、条例
改正をプラスの⽅向性に結びつけていただくために来年度の予算をいろいろと考えていられるようです

けれども、その辺しっかりと取り組んでいただいて、若い⼈たち、あるいはハローワークに⾏っている
⽅々も多くおりますけれども、職場の確保、そういうものをしっかり町のほうでも取り組んでいただき

たいな、こんなふうにして思います。これでこの項終わりたいと思います。
  次に、21ページの教育委員会のほうにひとつお伺いをしたいと思います。元気な学校づくり事業の

100万円のマイナスなのですけれども、たしかこれは当初予算で200万円の予算で、地域連携事業とい
いますか、地域と学校との連携のいろんな事業をやって⼦供たちを地域の中でしっかり育てていきたい

というような思いがあった事業なのかなというふうにして思っております。そこで、100万円というの
は予算の中で半分しか⼗分に使い切れていなかったということになろうかと思うのですが、それで学校

全体的に、多分これ⼩学校ですよね、その辺の各校の取り組みをお伺いをさせていただきたいと思いま
す。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。

教育次⻑（鍬形修⼀君）  お答えいたします。



  今委員⾔われたように、⽬的についてはそのとおりでございます。平成20年度から始まりました事業
でありまして、今年度は４件の申請がございまして、今のところ計84万5,000円ほどの予算を利⽤して

いただいているというふうなことです。その⼀つとして、やはり申請する段階においていろいろなスケ
ジュール的なこと、それから申請書類も当然学校側でつくって申請書出すわけなので、その辺の⼿間暇

がかかるのかなというふうなこともあります。しかしながら、やっぱり学校によっては毎年申請してこ
の事業を利⽤されて⾮常に効果を上げているというふうな話を伺っておりまして、今年度、先ほど話し

ましたが、４件、⾼⽥⼩学校、吹浦⼩学校、蕨岡⼩学校、蕨岡⼩学校については追加というふうな形で
先ほどお話ししました84万5,000円ほどを利⽤しているというふうなことでございます。

委員⻑（阿部満吉君）  ９番、三浦正良委員。
９ 番（三浦正良君）  この事業は、命の教育と同じくらいに⼦供たちの体験学習を通して、そしてま

た元気な学校づくりは学校と地域と家庭と⼀緒になって⼦供たちを育てる、あるいはその中から⼦供た
ちが育ちいく組織といいますか地域づくりをしっかりと⽀えていくというような、そういう思いを感じ

るわけなのですけれども、今⼦供たちの中でいろいろな⾃⽴の件が⾔われております。そういう中でも
地域のいろんな⾏事、あるいは地域とお年寄りたちとのかかわりを含めて、ぜひ地域の中で元気な⼦供

たちが育っているというようなスタイルというのでしょうか、⽣活というのでしょうか、そういうもの
を地域の⾏事の中にしっかりと根づかせていくということも⼤切なのかなと思うのですね。その中で地

域⾏事を通して地域の歴史を知ることもできると思いますし、それからその歴史の中から先⼈、先輩の
苦労を通してこのことを次の世代にその⼦供たちが体で知っていくということは、ある意味で⾔えば⾃
然との共⽣を⾃然とその地域の中で体験をしていくということのできる⼤切な事業ではないかなという

ふうにして思って期待をしておりましたけれども、ぜひこの辺これからの取り組みをお伺いをしたいと
思います。

委員⻑（阿部満吉君）  鍬形教育次⻑。
教育次⻑（鍬形修⼀君）  お答えいたします。

  今委員おっしゃったとおり、ソフト⾯では何でもできる事業です。これはだめ、あれは、ハード的な
ものはできないというふうなことになっていますけれども、それ以外のものについては学校の思いによ

りまして、上限はあるわけですけれども、すべて使えるというふうなことでありますし、今おっしゃら
れたように地域を含めてのコンサートだとか、それから学校独⾃での研究テーマ、例えば学校の先⽣⽅

に対する研修も⾏いますし、学校全体としての⾏事も当然⾏うことができるというふうなことですの
で、使いやすいというふうなことであれば、これは⼤変ハードルが低いという事業でございますので、

なるだけこれからもＰＲをいたしまして、地域と学校と、それが元気になるような、そういうものに使
っていただきたいと。来年度からも申請をしていきたいというふうに思っています。

委員⻑（阿部満吉君）  那須教育⻑。
教育⻑（那須栄⼀君）  私からは２つ申し上げたいと思います。
  私がこの町に来まして間もなく１年終わろうとしているわけですけれども、４⽉来たときにこういう

予算のつけ⽅がある町なのだなって、すばらしいな。私がいた某市、町はちょっとみみっちくて⾦額も
⾔えないのですけれども、私が校⻑であれば200万円全部使いたいと申請するのだがなという思いでう



らやましくて⾒ておりました。多分私は、200万円の予算にもっといっぱい出てきて、こっちで精査し
て割り振りするぐらいの苦労があるのかなと思ったのですが、存外希望が少なかったものですからあれ

と思っておったのですが、だからといって地域の学校として、それぞれの学校が予算要求しなかった、
あるいは使った学校は⼤変すばらしい活⽤の仕⽅をしていただいて、こういうことで活⽤できるのであ

ればぜひ来年度もまた続けたいという声いただいております。昨年度やって今年度申請しなかった学校
もあるのですけれども、校⻑⽅というのは予算使って仕事をするというその⼿法になかなかなれていな

くて、鍬形次⻑みたいにそういう仕事なれた⽅は、こういう項⽬でこういう予算請求、割と使いやす
い、申請しやすい予算だったら結構⾒ると。校⻑の⽴場でいうとあれこれ縛りがあって、報償費がどう

のこうのとありますので、その辺ももう少し⼯⾯しながら、決して使わない学校はそういうことをやっ
ていないということではなくて、さらには町づくり協議会も今度具体的に動き出して来年度２年⽬とい

うことで、交付⾦の予算のつけ⽅もいろいろ査定があったりして動き出していますので、そんな予算も
絡めながら町づくり協議会等とタイアップしながら、さらに地域の学校として予算も含めて、予算使わ

なくても命の教育という県の⼤きな⽬標があるわけですので、それに先んじていけるような遊佐町の学
校として活⽤していきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  ９番、三浦正良委員。
９ 番（三浦正良君）  今次⻑と教育⻑からいろいろと説明をいただきましたけれども、まさに地域で

いろいろな⾏事と連携をしている、学年単位で連携をしている学校、それから公⺠館事業といいます
か、そういうところはそれぞれの⼩学校でもやっているわけですので、それにプラスしていろいろなも
うちょっと幅の広いような、あるいはもっとおもしろいと⾔えば変ですけれども、楽しみの、楽しみっ

てただ楽しむということではなくて、ああ、こういうやり⽅もユニークだなというような思いも含めて
この制度を⽣かしていただければありがたいなというふうにして思って、この項終わりたいと思いま

す。
  最後に、地域⽣活課にお伺いをしたいと思います。農⽔の関係でございますが、農⽔の総務費、５ペ

ージのところなのですが、総務費のほうで250万円ほどマイナスになっております。100万円は暖房費
というのですか、150万円は委託料というようなふうになっているようですけれども、150万円の委託

料のマイナスの件についてお伺いをしたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  お答え申し上げます。
  150万円の施設管理委託料につきましては、現在４つの施設を管理いたしております。その中で汚泥

の引き抜き等につきましては、今までバキュームカーで持っていったのですが、それを今度現場でうち
のほうの４つの施設の⼀番最後、汚泥引き抜きのときに脱⽔⾞持ってきまして、量を少なくして処理場

のほう、北港の中間処理のほうへ持っていく関係から、脱⽔⾞使⽤することによって経費の軽減を図れ
たということです。

委員⻑（阿部満吉君）  ９番、三浦正良委員。

９ 番（三浦正良君）  今説明をいただいたことに関しては、⽅法をやればこんなにも節約といいます
か倹約ができるのかなというふうにしてうれしくお聞かせをしていただいたので、実際農⽔も含めて、



下⽔も含めて接続が⼤切だというふうにしてそれぞれ⾏政も議会も認識をしながら、その接続率を上げ
るにそれぞれの⽴場で⼀⽣懸命にやっているわけです。それも少しずつは効果が⾒えていますけれど

も、このようにしてできるだけ今までの効果、あるいはそれ以上の効果を保ちながら倹約、節約できる
ようなものであれば、ぜひこれからもしっかりとそういう⾯で経費の節減というものも含めて検討して

いただきたいな、こんなふうに思います。答弁をお伺いして終わりたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  佐藤地域⽣活課⻑。

地域⽣活課⻑（佐藤広⼀君）  この処理の⽅法等につきましては、⽇進⽉歩いろんなものが出てまいっ
ています。それが現在やっていますうちのほうの農集は重⼒式といいまして、⼀つの汚⽔を時間をかけ

て沈降させて⼀番下に重いものを薬剤含めてやって、それを絞っているわけですが、絞りかすを持って
いっています。99％ぐらいの⽔分量なのですが、その中でも今そのもの⾃体を少なくするような新しい

技術も発明されてまいりましたが、いかんせん相当⾼うございますから、その導⼊がいつごろなのか。
各施設の汚泥、まだまだ接続率70％超えているわけではございませんので、何とか早期に接続率を上げ

まして、流⼊⽔を余計にして、余計にしたものを今度４つの施設、公共下⽔も動いていますので、現在
では⼀般廃棄物の農集と産業廃棄物の公共と全く処理⾃体は同じなのですが、処分法が違うというこ

と、そういったものが早晩⼀緒になるような法律ができ上がるようでございますから、うちのほうの公
共下⽔道、今4,000トン１⽇処理能⼒ございますが、そちらのほうに農集のもの持っていけないかと

か、そういったものをいろいろ考えて、経費の削減のほう⼀円でも多く進めていきたいと思っておりま
すので、ご理解願いたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  これで９番、三浦正良委員の質問は終了いたします。

  10番、堀満弥委員。
１０番（堀 満弥君）  あと時間も20分ぐらいしかありませんので、もう⼀⼈いますので、⼿短に質問

したいと思います。
  14ページの国際交流事業負担⾦270万円の減額となっています。中学⽣、⾼校⽣、⼀般と募集しまし

たが、だれもいなかった、中⽌せざるを得なかったということでしたが、ほかに別の理由があるのでは
ないかお伺いいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  ただいま委員のほうから申された理由がすべてでございます。ただ、例年ですとそういう募集状況に
応じて再度遊佐中学校等に再募集といいますかお話に伺っているところなのですが、今回の場合は世界

的な新型インフルエンザの影響等も考慮して、いろいろな活動を、海外への活動をおやめになっている
事例も⾒られましたので、私どものほうでも今回の場合は再度の要請まではお願いをしなかったという

経緯はございます。
委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。
１０番（堀 満弥君）  インフルエンザ等、海外への活動も⾃粛したということですが、今までのやり

⽅も悪かったのではないかと私は思います。
  また、ハンガリーは余りにも遠いのではないかと思うのですが、その辺はどうでしょうか。



委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  ハンガリーとの国際交流につきましては、これまでかなりの歴史を積み

上げてまいりました。遊佐町とソルノク市とは昭和58年にティサ⺠族舞踊団の遊佐町訪問を機に交流が
始まりまして、⼀環として姉妹都市提携を50周年記念事業の中で締結をさせていただきました。近年で

は同市の経済団体との交流も⾏っておりまして、今後とも関係のあり⽅を対等の相互の交流という視点
を持ちながら、やはり姉妹都市盟約を⼤切にする中で中⾼校⽣を中⼼とした異⽂化交流というものを考

えてまいりたいなというふうには思ってございます。ただ、このような結果でございましたので、今後
の基本的な⽅向性としてはできれば⺠間のお⼒添えをいただいて、きょうも実は夜に国際交流協会のほ

うと国際交流事業のあり⽅について意⾒交換をさせていただく場を設けてございます。遊佐町国際交流
推進協議会、⺠間の⾃発的な会費で運営しております遊佐町国際交流協会、そういったところのご意⾒

をいただきながら検討してまいりたいと思いますが、ハンガリー確かに遠い国ではございますが、こう
いった経過も含めて検討をさせていただきたいなと思ってございます。

委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。
１０番（堀 満弥君）  この４期実施計画の中でも22年から24年までの間900万円の予算も⾒ていま

す。１年間に300万円ほどの国際交流事業に予算も⾒ていますし、やはり先ほど総務企画課⻑が⾔われ
たとおり⺠間の⼒をかりてやりたいということもあるようですが、昔から⽇本の交流があるアジア諸国

もあるわけですから、もう少し掘り下げて考えてみてはどうでしょうか。いかがですか。
委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  ありがとうございます。実は国際交流事業の⾒直しについては、さきに

開催されました振興審議会の部会報告の中でも国際交流事業のあり⽅に関して意⾒、提⾔をいただいて
おります。派遣事業についての⾒直し、それから⾏政と⺠間事業のタイアップをして⾏うやり⽅等の検

討を望むという考え⽅でございまして、委員からただいまお話しいただいている⽅向に沿う形でのご意
⾒なのかなというふうに思ってございます。そういった中で今後、例えば遊佐町にも在住される外国か

らお嫁さん等で嫁いだ⽅、特にそのほとんどが東南アジア⽅⾯からの皆さんでございますけれども、そ
ういった⽅々を中⼼とした地域内での国際交流事業も検討をさせていただきたいと考えておりますし、

具体的には例えばお国⾃慢の料理講習とか異⽂化の交流、いわゆる国際理解、それぞれのお国柄を理解
するような事業とか、今現在⽣涯学習センターを中⼼にして展開しております事業等も加えまして、新

たな事業として検討してまいりたいというふうな思いでございます。
委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。

１０番（堀 満弥君）  ほかの地域でも、ほかの市町村では料理講習とかお国⾃慢の料理等、町、市町
村でやっているようですので、遊佐町も国際交流、外にだけ⾏くのではなくて、やっぱり中でもそうい

うことも視野に⼊れたことをやってもらえばありがたいというふうに思います。
委員⻑（阿部満吉君）  時⽥町⻑。
町 ⻑（時⽥博機君）  実は今振興審議会の皆さんからも、書⾯での要望のほかに⼝頭での要望等の指

摘の第１番⽬に国際交流のあり⽅もう⼀回考えようということでございます。ただ、姉妹都市を結んで



いるという現状を重く⾒ますときに、そことの交流をないがしろにするということは、まず続けなけれ
ばならないという⼀定の約束事、国際的な約束事もこれは理解をしていただきたいと思います。

  先⽇酒⽥市で⽇中友好協会の寒ダラフェスタというのが開催されておりました。ご案内いただきまし
たので、私も参加をさせていただきました。そうしたら、遊佐町からも⽇中友好寒ダラフェスタに参加

したご家族、ご家族でありましたので、いらっしゃいました。やっぱり我が町ばかりでなくて酒⽥とも
⼒合わせていろんなイベント等町からも参加している家族いる中で、遊佐の町⻑初めて来たと⾔われて

しまいました。だけれども、やっぱり酒⽥とも⼒合わせてそういう地域内のこと、また対外的なことも
含めて交流という点については、今、きょうもまたお話しする国際交流協会との話し合いがなされると

いうことでございますけれども、広く町⺠の声を求めて、また堀議員の意⾒も⼤変いただきましたの
で、検討させていただきたい、このように思います。

委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。
１０番（堀 満弥君）  よろしくお願いしたいと思います。この項はこれで終わります。

  今まで町⺠課⻑にだれも質問しませんでしたので、１つだけ質問させていただきます。徴税費、賦課
徴収費180万円、備品購⼊費ですか、180万円、事務⽤備品購⼊費とありますが、この内訳をお願いし

たいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  佐々⽊町⺠課⻑。

町⺠課⻑（佐々⽊英⼀君）  お答えいたします。
  午前中メールシーラーという形の中でお話ありましたように、これまで封書に⼊れた形で、具体的に

⾔いますと、督促状年間１万500通ほどあるのですが、これまでだとこういうものをここで折って封書

に⼊れて出しておったものをはがき式で折り返し、今全部ほかはみんなはがきで中を開いて中を⾒ると
いう形、そういう形の、こういう形に折り返してはがき版で督促状を出して経費の節減をしたというこ

とと、⼿作業でこれを詰めるものですからかなりの⽇数がかかるので、その⼿数の節約も図りたいとい
うようなことで、あと所管の委員会でご指摘いただきましたのは、封書に今現在外のほうに督促状在中

ということで⾚く書いてございますが、それはメールシーラーにかえた段階ではとりあえずそのまま出
させていただいて、督促状という形で、中⾝⾒ればわかるので出していただいて、ゴム印を押した経過

はやはり通常⾒ていただけないということで押したこともあると思うので、督促状を出してゴム印を押
さなかったとき収納率が下がった場合は改めて検討したいということで内部で今検討させております。

  以上です。
委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。

１０番（堀 満弥君）  朝１番委員も例に挙げていたことだなと今勘づきました。それでお聞きします
が、そのメリットはどのぐらいあるのかお伺いいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  佐々⽊町⺠課⻑。
町⺠課⻑（佐々⽊英⼀君）  はがきと封書の関係で、先ほど⾔いましたように１万500通ですので、30

円掛けると31万5,000円ほどになるわけですが、機械の年間補修料が約10万円ほどかかりますので、

21万5,000円くらいは部品が壊れない限りあるのかなということで思っていました。また、⽔道会計も



連動した形で結ばせていただきたいということで考えておりますので、ご理解くださるようお願いしま
す。

委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。
１０番（堀 満弥君）  ありがとうございました。この項は、これで終わりたいと思います。

  最後に、消防費、19ページ、消防施設費、負担⾦補助及び交付⾦、簡易⽔道消⽕栓新設、これは場所
はどこなのか。また、移設⼯事負担⾦、この移設⼯事もどこへ移設するのかお伺いいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。

  上⽔道、簡易⽔道ともに⽔道の⼯事関係に伴いまして移設等をお願いしている負担⾦でございます。
特別会計のほうに負担をさせていただいておりますが、今回上⽔道のほうでは交換した消⽕栓が３、移

設が１、新設２という状況でございます。また、簡易⽔道のほうでは交換が２、新設が２という実績に
なってございます。⼤変申しわけありません。移設、新設等した場所について、確認の上お答えをさせ

ていただきます。
委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。

１０番（堀 満弥君）  実は消防団員、法定団員を削減すると。削減、団員を。法定団員ですか、いう
話がありましたが、今どうなっているのかわかりますか。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答え申し上げます。
  現在の条例上の団員数については700名という形になってございまして、現在の団員については660

名前後になってございます。詳しい数値、資料を確認をしてお答えをしたいと思いますが、法定の700
⼈については、これまで随時その全体の消防計画とともに、また⼈⼝の減少状況等とともに変更いたし

てまいりました。最終的に700名に減にしてございますが、今の形の中では全体的な消防計画との整合
を今後⾒直しを図る中で、もし700という数が⾒直しをしなければならないとすれば⾒直しをさせてい

ただきますが、現在のところは考えてございません。
委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。

１０番（堀 満弥君）  実は、うちのほうの地区にもこの消防団員⽇中はだれもいないのです、正直⾔
って。それで、夜になっても、この前事故があって１⼈亡くなってしまって、また１⼈が減って、班⻑

⼊れて８名いるわけです。ところが、今現在８名本当にそろっている集落というのはないのではないか
と私は思うわけです。だから、実際先ほど総務課⻑が660名前後いるということの答弁でしたが、実際

調べてみると、私は600名を⽋けるのではないかと、私はそう思っております。それで、総務課⻑は先
ほど２番委員さんにＯＢの⽅からも⼊団していただけたらというお話がありましたが、各班⻑、部⻑、

分団⻑、各分団にはいるわけですが、その⼤幹部の皆様⽅が我々⼀般ＯＢに対してどんな周知をしてい
るかということをどのように教えているのかお伺いいたします。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  お答えを申し上げます。



  まず最初に、団員数ですけれども、⾏政報告でご報告させていただきました20年の４⽉１⽇現在では
657になってございます。その後663にふえてございましたので、そのふえた要因というのはどういう

要因なのかということで確認をいたしましたら、先ほど答弁させていただきましたようにいたしまし
て、ＯＢ団員の⽅々や会社等を退職なされた⽅、そういった⽅にもそれぞれ呼びかけをして⼊っていた

だいているという状況でふえているのだということでございます。全体的に各それぞれの団の中での呼
びかけを個別に⾏いまして、幹部会議等でも団員の確保について議論をし、それぞれの分団を通してそ

れぞれの班に、地域に団員の確保を実際の顔の⾒える形で呼びかけをしてふやしているというのが現在
の状況でございます。

委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。
１０番（堀 満弥君）  はい、わかりました。よろしくお願いしたいと思います。

  最後に、先ほど２番委員さんからも話ありましたが、⼥⼦消防団員は現在吹浦地区で５名の加⼊申し
込みというか応募があったということをお聞きしましたが、全部で⼥⼦消防団員何⼈ぐらい⾒込んでお

るのかお聞きいたしまして、私の質問を終了いたします。
委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。

総務企画課⻑（本宮茂樹君）  特に⽬標というまでは設定はしていないのですが、各地区のほうからも
お問い合わせをいただいております。そういった形で、吹浦地区のみならず各団のほうからご協⼒をい

ただいて、それぞれご加⼊をいただけるように努⼒をしてまいりたいなというふうに思ってございま
す。今現在条例上の定数は700でございますので、現在663、それに⼥性団員が加わりましても定数の
状況の中でふやしていければなというふうに、もちろん各班の男性団員の⽅々の加⼊促進とあわせてそ

れらの700に向かっての⽬標が達成できればありがたいというふうに感じておるところでございます。
  それから、先ほど答弁を保留させていただいておりました箇所づけでございますが、上⽔道のほうの

交換をいたしましたのが下当、畑、⼤井の３集落で１カ所ずつ、新施設が⻄浜に２カ所、移設が⼤渕１
カ所、これは上⽔道の部分でございます。簡易⽔道の部分では、交換が升川の２カ所、新設が箕輪の２

カ所という状況になってございます。
委員⻑（阿部満吉君）  10番、堀満弥委員。

１０番（堀 満弥君）  済みません。終わると⾔っておいてまた⼿挙げて申しわけありません。
  実は⽩井体育館の説明会のときに、何か消⽕栓の移転をしてくださいという要望があったのです。で

すから、私それが⼊っているのかなということをお聞きしたかったのです。だけれども、あそこは普通
の消⽕栓よりも⼤きいのです。ということは、⽩井⼩学校があったときからの消⽕栓でありまして、も

う少し移動してもらって⺠間のほうへつけてもらえればなという班⻑の要望でした。⼀応後で詳しいこ
とはお話しします。ありがとうございました。

委員⻑（阿部満吉君）  本宮総務企画課⻑。
総務企画課⻑（本宮茂樹君）  それでは、現地のほう確認しまして、後ほどまた調整をさせていただき

たいというふうに思います。

委員⻑（阿部満吉君）  これで10番、堀満弥委員の質問は終了いたします。
  11番、阿部勝夫委員。



１１番（阿部勝夫君）  最後になるかもわかりませんけれども、１点だけ質問したいと思います。
  ９ページでありますけれども、歳⼊の部分であります。３⽉の補正ということになりますと、１年間

の減額補正というようなことが主な内容になりますけれども、この９ページの分担⾦及び負担⾦、衛⽣
費負担⾦、保健衛⽣負担⾦ということで、胃がん検診負担⾦から肺がん検診負担⾦、皆マイナスの負担

⾦ということでなっているわけですけれども、補正前、当初は1,086万3,000円あったのが今回の５つ
の負担⾦の減で94万6,000円ということになるわけですけれども、これ全体でまず8.7％の減になるわ

けです。これが普通の歳出のほうで減額になったということであれば、みんなよく頑張って減額の補正
を⽴ててくれたというか、なったということでなるわけですけれども、この負担⾦に関しては、逆に⾔

えば全部使ってほしかったなという思いするわけですけれども、この内容になった状況についてお尋ね
したいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。
健康福祉課⻑（東海林和夫君）  歳出のところでも減額しております。これは、基本的には今年度の検

診事業が終了したということに伴う精査によっての減額ということでございます。阿部委員ご⼼配され
ておりますような全額使い切るような、そういう検診率なり受診者数なりそういうふうにつながってい

るのかどうかということがいずれにしても⼀番肝⼼なことだろうというふうには思います。ただ、減額
の結果的には⼀定の事務⽅としての今年度の⽬標的な数字設定からくるものというものもありますけれ

ども、実績とのその辺の⼀定の差はあったということでございますが、最後に加えますけれども、そう
はいってもそれでは前年度と今年度の検診実績はどうなのかというふうに⾒た場合は、これは受診率及
び受診者数総じまして右肩上がりになっております。

  以上でございます。
委員⻑（阿部満吉君）  11番、阿部勝夫委員。

１１番（阿部勝夫君）  今答弁で右肩上がりによくなっているというようなお話でありました。この中
で特に⼦宮がん検診、きのうもたまたまテレビを⾒ていたときですけれども、⼦宮頸がんのことに関し

て話題になっておりまして、今国のほうで５万円のワクチン接種、特に若い⽅々にやってもらえたら７
割の⽅々ががんにかからないであろうと、そのような話であったわけですけれども、ただこの５万円と

いう⾦額が⾃分で出してではワクチン接種を受けるとなるとなかなかやっぱり難しいと。これをまず国
のほうに対して何とかというような話あったわけですけれども、⼦宮頸がんに関しては前の議会でも伊

藤議員なんかも何回か話出ているわけですけれども、町として来週からはまず新年度の予算になるわけ
ですけれども、これからの検討課題としては、今⾔った５万円というのは町として考えていく予定とい

うものはないものかどうかお尋ねしたいと思います。
委員⻑（阿部満吉君）  東海林健康福祉課⻑。

健康福祉課⻑（東海林和夫君）  お答えします。
  私もきのう、きょうのテレビの報道では、⼥優で⾔えば仁科亜希⼦さんが要請⾏動をとられるお⼀⽅

というふうな報道の中でワクチンの報道については⾒ております。あるいは、２⽉の24⽇だったです

か、町内の遊佐医会と⻭科の先⽣⽅との合同の懇話会というか、例年どおりやっているのですけれど
も、実はその中でも佐藤進先⽣のほうからこのワクチンの話がありました。町⾏政でこういうのを取り



上げたら全国的に⾮常に名も売れるぞと、頑張れという励ましの⾔葉がございました。きょうもたまた
ま朝町⻑庁舎内回った中で私の課のところにも⾒えまして、そのときも国内的な状況なんかいろいろワ

クチンに関して話ししたところです。何か世⽥⾕では新年度からそのようなことを地⽅⾃治体として考
えていくというそういったこともあるようでございました。当町としましては、やはりまだ単価が５万

円ということ、それから全国的な動向、あるいは国の考え⽅、このあたりがまだ少し不透明なこともご
ざいますし、しかし⼤変効果性を含めてやはり⼤きく検討に値する課題ではないのかなというふうな認

識はしております。新年度予算には反映はされていないわけですけれども、新年度⼊りましたら町⻑と
も⼗分相談しながらまず検討を進めていきたいというふうに思っておりますので、ご理解お願いいたし

ます。
委員⻑（阿部満吉君）  11番、阿部勝夫委員。

１１番（阿部勝夫君）  ぜひ新年度の補正というような段階でまず町⻑のほうとよく検討していただき
たいと思いまして、私の質問終わりたいと思います。

委員⻑（阿部満吉君）  これで11番、阿部勝夫委員の質問は終了いたします。
  ほかにございませんか。

  （「なし」の声あり）
委員⻑（阿部満吉君）  ないようですので、これをもって質疑を終了いたします。

  続いて、討論を⾏います。
  （「なし」の声あり）
委員⻑（阿部満吉君）  ないようですので、これをもって討論を終了いたします。

  お諮りいたします。本特別委員会に審査を付託された議第６号 平成21年度遊佐町⼀般会計補正予算
（第10号）、議第７号 平成21年度遊佐町国⺠健康保険特別会計補正予算（第３号）、議第８号 平

成21年度遊佐町簡易⽔道特別会計補正予算（第４号）、議第９号 平成21年度遊佐町地域集落排⽔事
業特別会計補正予算（第５号）、議第10号 平成21年度遊佐町介護保険特別会計補正予算（第３

号）、議第11号 平成21年度遊佐町⽔道事業会計補正予算（第４号）、以上６議案についてこれを原
案のとおり承認することにご異議ございませんか。

  （「異議なし」の声多数）
委員⻑（阿部満吉君）  ご異議なしと認めます。

  よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。
  それでは、本会議に報告する案⽂作成のため、恒例によりまして各常任委員会及び議会運営委員会の

正副委員⻑は直ちに委員会室にお集まり願います。
  案⽂作成が終了するまで休憩いたします。

  （午後３時１０分）
 
              休                 憩

 
委員⻑（阿部満吉君）  休憩前に引き続き会議を開きます。



  （午後３時４０分）
委員⻑（阿部満吉君）  先ほどの９番、三浦正良委員への答弁の中で字句の誤りがありましたので、訂

正の申し出がございました。訂正させていただきます。
  村井産業振興課⻑。

産業振興課⻑（村井 仁君）  先ほど三浦委員の質問の中でパプリカを推進する部会のことをＪＡ庄内
みどりの野菜部会と申し上げましたが、訂正をさせていただきます。ＪＡ庄内みどりの果菜類部会とい

うことの名称のようであります。
  なお、ことしの４⽉から……

  （「畑作部会の中の」の声あり）
産業振興課⻑（村井 仁君）  畑作部会の中の果菜類部会でございます。

  なお、ことしの４⽉からパプリカ部会が独⽴するというふうに伺っております。
  以上です。

委員⻑（阿部満吉君）  なお、数字の単位の間違いであるとか、⼦宮がんワクチンという、正しくは⼦
宮頸がんのワクチンでございますので、議事録に記載する場合はそれを訂正させていただくことを本⼈

に了解をいただいておりますので、ご報告申し上げます。
  それでは、報告⽂の案⽂ができましたので、事務局⻑をして朗読いたさせます。

  ⾦野議会事務局⻑。
局 ⻑（⾦野周悦君）  報告書案⽂を朗読。
委員⻑（阿部満吉君）  本特別委員会の審査の結果につきましては、ただいま局⻑朗読のとおり本会議

に報告することにご異議ございませんか。
  （「異議なし」の声多数）

委員⻑（阿部満吉君）  ご異議なしと認めます。
  よって、局⻑朗読のとおり本会議に報告することに決しました。

  これをもって補正予算審査特別委員会を閉会いたします。
  ご協⼒まことにありがとうございました。

  （午後３時４２分）
 

 
  遊佐町議会委員会条例第２７条の規定により、ここに署名し提出します。

 
平成２２年３⽉３⽇

 
  遊佐町議会議⻑ 髙  橋  信  幸  殿
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